
 

 

 

 

 

 

 

 

『ありがとうファンド』 
（愛称：『ファンドの宝石箱』） 

 

追加型投信／内外／資産複合／ファンド・オブ・ファンズ 

分配金再投資専用 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

投資信託説明書 

(交付目論見書) 
2009.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（課税上は株式投資信託として取り扱われます。） 

（本書は金融商品取引法第 13条の規定に基づく目論見書です。） 



 

 

 

 

・ 『ありがとうファンド』は、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険及び

保険契約者保護の対象ではありません。 

・ 『ありがとうファンド』は、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。ま

た、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証

券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失

を被ることがあります。 

したがって、基準価額は変動しますし、購入時の価額を下回ることもあります。 

・ ファンドに投資することに伴う上記のようなリスクは、お客様のご負担となります。もちろん、フ

ァンドへの投資による損益も、全てお客様に帰属します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

１． この投資信託説明書（交付目論見書）により行う『ありがとうファンド』の受益証券の募

集については、委託会社は金融商品取引法（昭和 23 年法第 25 号）第 5 条の規定

により平成21年11月30日に有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出

の効力は平成 21 年 12 月 1日に生じております。 

２． 委託会社は、この投資信託説明書（交付目論見書）のほかに、金融商品取引法第

13 条の規定に基づく詳細情報を記載した目論見書（投資信託説明書（請求目論見

書））を作成しております。 

投資信託説明書（請求目論見書）は、投資家からのご請求に応じ、販売会社を通じ

てお渡しいたします。なお、投資信託説明書（請求目論見書）をご請求された場合に

は、その旨をご自身で記録しておくようお願いいたします。 

 

有価証券届出書提出日 ： 平成21年11月30日提出 

発行者名          ： ありがとう投信株式会社 

代表者の役職氏名    ： 代表取締役 岡 大 

本店の所在の場所    ： 東京都台東区上野三丁目19番4号 

 

届出の対象とした募集 

募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称  ： ありがとうファンド 

募集内国投資信託受益証券の金額          ： 5,000 億円を上限とします 

有価証券届出書の写しを縦覧に供する場所     ： 該当ありません 
 



下記の事項は、『ありがとうファンド』（以下｢当ファンド｣という。）をお申込みされるご投資家の皆様にあら

かじめ、ご確認いただきたい重要な事項としてお知らせするものです。お申込みの際には、下記の事項

および投資信託説明書（交付目論見書）の内容を十分にお読みください。 

 

記 

■当ファンドに係るリスクについて 
 

当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの値動きのあ

る証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動

もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化

等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額

の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。ファンドに投資するこ

とに伴うリスクはお客様のご負担となりますし、ファンドへの投資による損益も全てお客

様に帰属します。また、元本及び利息の保証はなく、預金保険の対象でもありませ

ん。 

＜当ファンドの基準価額の主な変動要因＞ 

「価格変動リスク」「流動性リスク」「ビジネスリスク」「為替リスク」「カントリーリスク」「フ

ァンド資産の流失によるリスク」などがあります。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の｢投資リスク｣をご覧ください。 

 

 

■当ファンドに係る手数料等について 

 

◆申込手数料 

当ファンドには販売手数料はありません。 

◆換金（解約）手数料 

当ファンドには換金（解約）手数料はありません。 

◆信託財産留保額 

 当ファンドには信託財産留保額はありません。 

◆信託報酬 

ファンドの純資産総額に年0.945％（税抜年0.9％）の率を乗じて得た額とします。な

お、純資産総額の増加に応じて信託報酬を逓減させていく商品設計になっておりま

す。 

［実質的な信託報酬* 信託財産の純資産総額に対して年 1.6％±0.3％(概算)］ 

*当ファンドは他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の

信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております。 

◆その他の費用等 

・当ファンドに組み入れるファンドを売買する際に発生する売買委託手数料および

これにかかる消費税相当額などの実費が投資信託財産より控除されます。 

※実費の額は、今後組み入れファンドの追加や変更があった場合、変動してくる

ものであるため事前に料率、上限額等を表示することができません。 

※詳しくは投資信託説明書（交付目論見書）の「費用・税金」をご覧ください。 
 

 

 



■書面による契約の解除について 

 

当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用

はありません。 

 

 

■当ファンドに係る金融商品取引契約の概要 

 

当社は、当ファンドの設定・運用及び販売等を行います。 

 

 

■当社が行う金融商品取引業の内容及び方法の概要 

 

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第2項の規定に基づく第二種金融商品

取引業および金融商品取引法第 28 条第 4 項に基づく投資運用業であり、当社が設定する当ファンドの

運用及び自己募集及び販売等を行います。当ファンドのお取引を行われる場合は以下の方法によりま

す。 

・ お取引にあたっては、総合取引口座、振替決済口座の開設が必要となります。 

・ お取引は、原則としてお客様が当社の指定する銀行口座へ購入代金を送金し、その入金が確認され

た場合、当入金をもって当該ファンドの買付申込とみなし買付を致します。 

・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書を郵送にてお客様にお送りいたします。 

・ お取引をされたお客様には、取引報告書のほか、取引残高報告書を、3 か月（原則として 3 月、6 月、

9 月、12 月の最終営業日時点、また直近に取引残高報告書を作成した日から 1 年間、お客様との間で

金融商品取引契約が成立しておらず、または当該受渡しを行っていない場合であって、投資信託の残高

があるときには、当該日から 1年を経過する日）ごとに交付します。 

 

 

■当社の概要 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

・商号等     : ありがとう投信株式会社 
        金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 304 号 

・本店所在地  : 〒110-0005  

東京都台東区上野 3丁目 19番 4号 

・加入協会    : 社団法人 投資信託協会 

・資本金     : 2 億 2 千 5百万円（平成 21 年 10 月末日現在） 

・主な事業    : 第二種金融商品取引業、投資運用業 

・設立年月日  : 2004 年 3月 9日 

・連絡先     : カスタマーサービス部 Tel.03-5807-9710 

            （受付時間 8:30～17:30(土日祝祭日を除く)） 

（ホームページ http://www.39asset.co.jp） 



≪ファンドの概要≫ 

 『ありがとうファンド』（愛称：『ファンドの宝石箱』）  

この概要は投資信託説明書（交付目論見書）の内容を要約したもので、投資信託説明書（交付目論見書）の 

一部です。詳細は、本文の該当ページをお読みください。 

                                                                   《本文の該当ﾍﾟｰｼﾞ》 
 

基 本 的 性 格 
 

 

追加型投信／内外／資産複合／ファンド・オブ・ファンズ 
 

 

⇒  5 ﾍﾟｰｼﾞ～ 
 

 

フ ァ ン ド の 目 的 
 

 

投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目

的に、じっくりと運用することを目的としています。 

 

⇒  5 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

収 益 分 配 

 

毎決算時（毎年 8 月 31 日（休業日の場合は翌営業日）の年 1 回）に、

収益分配方針に基いて分配を行います。（基準価額水準、市況動向、等

を勘案して、分配を行わないこともあります。） 

当ファンドは分配金再投資専用ですから、分配金は税金が差引かれた後

で自動的に再投資されます。 
 

⇒ 22 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

 

主 な 投 資 対 象 

  ・ 制 限 
 

 

国内外の投資信託証券にて運用を行います。株式への直接投資は行い

ません。投資信託証券への投資割合等には制限を設けません。同一銘

柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の

50%未満とします。 
 

 

⇒ 22 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

フ ァ ン ド の リ ス ク 

 

当ファンドは、ファンドオブファンズであり、国内外の投資信託証券などの

値動きのある証券に投資します。また、外貨建て投資信託証券に投資す

る場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入証券の発

行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失

を被ることがあります。 

したがって、ご投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく、

基準価額の下落により、損失を被り、投資元本が割り込むことがあります。

ファンドに投資することに伴うリスクはお客様のご負担となりますしファンド

への投資による損益も全てお客様に帰属します。また元本及び利息の保

証はなく預金保険の対象でもありません。 

⇒ 22 ﾍﾟｰｼﾞ～ 

 

信 託 報 酬 総 額 
 

 

当初の信託報酬総額（純資産総額が 250 億円まで。）は、年率 0.945%

（税抜 0.900％）です。純資産総額の増加により、信託報酬は減少しま

す。監査費用などの信託事務の処理に要する諸費用は、信託報酬の中

から支払われます。詳しくは目論見書本文をご確認ください。 

※実質的な信託報酬は信託財産の純資産総額に対して概算で年 1.6％

±0.3％です。 
 

 

⇒ 24 ﾍﾟｰｼﾞ 
 

購 入 

 

1 千円以上 1円単位で、いつでも購入の申込みができます。 

申込手数料はかかりません。 
⇒ 24・33 ﾍﾟｰｼﾞ

途 中 換 金 

 

1 円以上 1円単位で、いつでも換金の申込みができます。 

換金（解約）手数料はかかりません。 
 

⇒ 33 ﾍﾟｰｼﾞ 

購入・換金の単価 

 

購入・換金の際の計算には、原則として申込み受付けの翌々営業日の価

額を用います。 
 

⇒ 33 ﾍﾟｰｼﾞ 

申 込 受 付 時 間 

 

購入および換金の申込受付時間は原則として各営業日の午後 3 時まで

で、それ以降の申込分は翌営業日の受付けとなります。 

（年末・年始などの半日営業日は、午前11時までの受付けです。半日営

業日については平成 21 年末以降、東京証券取引所の年末年始立会日

の変更に伴い廃止される予定です。） 
 

⇒ 33 ﾍﾟｰｼﾞ 

信 託 期 間 無期限です。 ⇒ 35 ﾍﾟｰｼﾞ 

 



 

≪ファンドの目的と特色≫ 
 

 

〈ファンドの目的〉 

当ファンドは 投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的に、じっくりと

運用することを目的としています。 

 

 

〈ファンドの特色〉 

① 景気変動の大きなサイクルに沿ったアセットアロケーションを、複数のファンドに分散投資しながら行っ

ていきます。 

② 運用方針が明確で、一貫しているファンドに 長期的な観点から継続的な投資を行います。 

③ 組み入れファンドの選択に当たっては、運用資産が安定し、そのファンドの投資家に支持され続けてい

ることを重要視します。 

④ 基準価額の推移を常に見守り、ファンドの運用方針と運用の成果との整合性をチェックします。 
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≪組入れファンドの紹介≫ 
 

 

指定投資信託証券の名称 ファンドの目的 

さわかみファンド 

投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円

ベースでの信託財産の長期的な成長を図ることを目的

としています。国内外の株式等を主要投資対象としま

すが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長

期スタンスの運用により信託財産の成長を目指しま

す。 

トヨタグループ株式ファンドF 
トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社の株式に

投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 

社会貢献ファンド 

わが国の株式を投資対象とし、ビジネスを通じて社会的

課題に積極的に取り組み、社会に貢献する企業の株式

に投資するマザーファンド受益証券に投資します。 

TMA長期投資ファンド 

投資信託財産の長期的な成長を目標として運用を行

い、主として「東京海上長期投資マザーファンド」受益証

券に投資を行います。 

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ 

ファンドＳＡ 

コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権

限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通

して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的

な信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いま

す。 

ニッポンコムジェスト・エマージング 

マーケッツ・ファンドＳＡ 

コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権

限を委託しているマザーファンド受益証券への投資を通

して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信

託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリ

ュー株ファンド2007 

信託財産の長期的な成長を目指して ALAMCO ハリス

グローバル バリュー株マザーファンド受益証券を主要

投資対象として運用を行うことを基本とします。 

コモンズ３０ファンド 
親投資信託である「コモンズ３０マザーファンド」の受益

証券を主要投資対象とします。 

記載した指定投資信託証券は平成 21 年 10 月末日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定投資信託

証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に追加となる

場合等があります。 



 

 

 

≪費用と税金≫ 
 

＜費用＞ 
時期 項目 費用 税金 

買付時 申込手数料 ― ― 

換金時 

（解約請求） 

信託財産留保金 ― ― 

 

 

＜税金＞ 
【平成 23年 12 月 31日まで】 

時期 項目 費用 税金 

分配時 所得税および地方税 ― 普通分配金×10%※ 

換金時 

（解約請求） 
所得税および地方税 ― 換金時の差益に対して 10%※

償還時 所得税および地方税 ― 償還時の差益に対して 10%※

※個人投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。詳しくは目論見書本文

「法人の受益者に対する課税」をご覧ください。 

 

 
【平成 24年 1月 1日以降】 

時期 項目 費用 税金 

分配時 所得税および地方税 ― 普通分配金×20%※ 

換金時 

（解約請求） 
所得税および地方税 ― 換金時の差益に対して 20%※

償還時 所得税および地方税 ― 償還時の差益に対して 20%※

※個人投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。内容等について詳しくは

目論見書本文「課税上の取扱い」をご覧下さい。 

 

※平成 21 年 10 月末日現在のものです。税法が改正された場合等は、内容が変更になる場合があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

≪ファンドのリスク≫ 

～投資にあたっての留意点～ 
 

（１）『ありがとうファンド』は、金融機関の預貯金や保険契約とは商品性が異なり、預金保険及び保険

契約者保護の対象ではありません。 

（２）『ありがとうファンド』は、国内外の投資信託証券などの値動きのある証券に投資します。また、外

貨建て投資信託証券に投資する場合には為替の変動もあります。なお、投資信託証券の組入

証券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により、価額が下落し、損失を被ることがあ

ります。したがって、基準価額は変動しますし、購入時の価額を下回ることもあります。 

（３）ファンドに投資することに伴う上記のようなリスクは、お客様のご負担となります。もちろん、ファンド

への投資による損益も、全てお客様に帰属します。 

   

 

①価格変動リスク 

一般に株式の価格は、国内及び国外の経済・政治情勢等の影響を受け変動します。また 公社

債は、金利変動により債券価格が変動するリスクがあります。一般に金利低下時には債券価格が

上昇し、逆に金利上昇時には債券価格が下落する傾向があります。ただし、その価格変動は、残

存期間・発行条件等によりばらつきがあります。 

 

②流動性リスク 

市場規模や取引量が少ない場合、組み入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で

売却できず、不足の損失を被るリスクがあります。 

 

③ビジネスリスク 

一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合やそれらに関する当該企業に対する

外部評価の変化等により、当該企業の株価が下落し、損失を被るリスクがあります。 

 

④為替変動リスク及びカントリーリスク 

外貨建て資産を保有する場合は、当該通貨と、円との為替変動の影響を受け損失を生ずる事があ

り得ます。また、当該国・地域の政治・経済及び社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じ

た場合、重大な損失が生ずるリスクがあります。 

 

⑤ファンド資産の流失によるリスク 

多額の解約が一時にあった場合には、資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければ

ならないこともありますが、その際に当該売却の注文が市場価格に影響を与えること等により損失を

被るリスクがあります。 

 

＊ファンドが投資対象とする投資信託は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身

にもこれらのリスクがあります。 
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第一部【証券情報】 

(1)【ファンドの名称】 

『ありがとうファンド』 

（以下、「当ファンド」といいます。また、愛称として「ファンドの宝石箱」という名称をつけることがあります。） 

(2)【内国投資信託受益証券の形態等】 

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。） 

当ファンドは、分配金再投資専用です。 

当初 1口当り元本 1円（1 万口当り元本金額 1万円）。 

格付は取得していません。 

当ファンドの受益権は、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」

となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）

の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替

機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機

関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載または記

録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除

き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はあり

ません。 

 

(3)【発行（売出）価額の総額】 

5,000 億円相当口を上限とします。 

 

(4)【発行（売出）価格】 

取得申込日の翌々営業日の基準価額（注）とします。 

（なお、上記各金額には販売手数料及び販売手数料にかかる消費税等相当額は含まれていません。） 

（注）「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、そのとき

の受益証券口数で除した金額（1 口当りの純資産価額）をいい、便宜上 1 万口当りに換算した価額で表示されま

す。 

なお、基準価額の照会先（電話番号及びホームページのアドレス）は以下のとおりです。又、原則として翌日の日本

経済新聞に、便宜上 1万口当りに換算した価額で掲載されます。 

ありがとう投信株式会社  

電話 03-5807-9710 

ホームページ http://www.39asset.co.jp/ 

     受付時間               8 時 30 分～17 時 30分（定休日：土・日・祝日） 

 

 (5)【申込手数料】 

販売手数料はかかりません。 
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(6)【申込単位】 

1 千円以上１円単位(※) 

※  収益分配金を再投資する場合は、1円単位とします。 

(7)【申込期間】 

   平成 21 年 12 月 1日から平成 22年 11 月 30 日まで 

  ＊なお、申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。 

 

(8)【申込取扱場所】 

以下の場所において申込みの取扱いを行います。 

  ありがとう投信株式会社 カスタマーサービス部 

電話 03-5807-9710 

（受付時間は原則営業日の午前 8時 30 分から午後 5時 30 分までです） 

上記会社（以下「販売会社」といいます。）の本・支店等において申込みの取扱いを行います。 

 

(9)【払込期日】 

受益権の取得申込者は、原則として申込日に、販売会社に当該金額をお支払いください。         

各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託金が行なわれる日に、委託会社であるありがと

う投信株式会社の口座を経由して、受託会社である日興シティ信託銀行株式会社のファンド口座に払い込まれま

す。 

 

(10)【払込取扱場所】 

  申込代金は申込みの販売会社にお支払い下さい。 

    

(11)【振替機関に関する事項】 

振替機関は、株式会社証券保管振替機構です。  

 

(12)【その他】 

①申込みの方法 

・当ファンドの受益権の取得申込みは、申込期間の毎営業日に受付けます。当該受益権の価額は、申込日の翌々営

業日における基準価額とします。申込みは 1 千円以上 1 円単位で行うものとし、買付口数の計算で生ずる 1 口未

満の端数は切り上げます。 

取得申込みの受付けは原則として午後 3 時までとし、年末･年始などの半日営業日の場合は午前 11 時までとしま

す。（東京証券取引所の立会日の変更に伴い、平成21年末より半日営業日を廃止する予定です。）受付時間を過

ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 

・受益権の取得申込者は販売会社または販売会社の指定する口座管理機関との間で、「総合取引約款」による「証

券投資信託の総合取引に関する契約」及び「投資信託受益権振替決済口座管理約款」による契約、また「自動け

いぞく投資約款」による契約を締結します。 

・販売会社および口座管理機関によっては「総合取引約款」、「証券投資信託の総合取引に関する契約」、「投資信
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託受益権振替決済口座管理約款」、「自動けいぞく投資約款」と同様の権利義務を規定するものの、名称の異なる

契約を使用することがあり、この場合は当該別の名称に読み替えるものとします。 

・当ファンドのお取引については、金融商品取引法第 37 条の 6 に定める「書面による契約の解除」（いわゆる「クーリン

グ・オフ」）の適用はありません。 

 

②取得申込みの受付けの中止、既に受付けた取得申込みの受付けの取り消し取引所（金融商品取引法第2条第16

項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場をい

います。）における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みを制限すること、および当該取

得申込みの受付けを中止すること、ならびに既に受付けた取得申込みの受付けを取り消す場合があります。  

 

③日本以外の地域における発行 

該当事項はありません。 

 

④振替受益権について 

当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振

替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。 

当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関

の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいます。）への記載・記録によって

行なわれますので、受益証券は発行されません。 
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第二部 【ファンド情報】 

第１ 【ファンドの状況】 

 １．【ファンドの性格】 

（1） 【ファンドの目的及び基本的性格】 

〈ファンドの目的〉 

当ファンドは 投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的に、じっくりと運用するこ

とを目的としています。 

〈ファンドの基本的性格〉 

ファンド・オブ・ファンズ 

＊「ファンド・オブ・ファンズ」とは、「投資信託等の運用に関する規則」第 2 条に規定される投資信託及び外国

投資信託の受益証券並びに投資法人及び外国投資法人の投資証券への投資を目的とする投資信託をい

います。 

〈ファンドの特色〉 

①景気変動の大きなサイクルに沿ったアセットアロケーションを複数のファンドに分散投資しながら行っていきます。 

②運用方針が明確で、一貫しているファンドに 長期的な観点から継続的な投資を行います。 

③組み入れファンドの選択に当たっては、運用資産が安定し、そのファンドの投資家に支持され続けていることを

重要視します。 

④基準価額の推移を常に見守り、ファンドの運用方針と運用の成果との整合性をチェックします。 

 

○当ファンドの社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は次の通りです。 

単位型・追加型投信 追加型投信 

投資対象地域 内外 商品分類 

投資対象資産 資産複合 

投資対象資産 
その他資産（投資信託証券（資産複

合、資産配分変更型）） 

決算頻度 年 1回 

投資対象地域 グローバル（日本を含む） 

属性区分 

投資形態 ファンド・オブ・ファンズ 

 

○ 追加型投信：一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンド。 

○ 内外：目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの。 

○ 資産複合：目論見書又は投資信託約款において、株式・債券・不動産投信・その他資産のうち複数の資産による投資収益を実質

的に源泉とする旨の記載があるもの。 

○ 資産配分変更型：目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については、機動的な変更を行な

う旨の記載があるもの、もしくは固定的とする旨の記載がないもの。 

○ 年 1回：目論見書又は投資信託約款において、年 1回決算する旨の記載があるもの。 

○ グローバル（日本を含む）：目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記載

があるもの。 
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※ 商品分類・属性区分の定義についての詳細は社団法人投資信託協会のホームページをご参照下さい。

（http://www.toushin.or.jp/） 

 

ファンドにおける指定投資信託証券 

投資信託証券の名称 
以下各々下記の名称で記載する場合が

あります。 

さわかみファンド ― 

トヨタグループ株式ファンドF（適格機関投資家専用私募） トヨタグループ株式ファンドF 

社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 社会貢献ファンド 

ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定） ＴＭＡ長期投資ファンド 

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ 

（適格機関投資家限定） 

ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ 

ファンドＳＡ 

ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ 

（適格機関投資家限定） 

ニッポンコムジェスト・エマージングマーケ

ッツ・ファンドＳＡ 

ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド2007 

（適格機関投資家専用） 

ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル  

バリュー株ファンド2007 

コモンズ30ファンド（適格機関投資家用） コモンズ30ファンド 

 

  ＜ファンド・オブ・ファンズについて＞ 

    ファンドは複数の投資信託（ファンド）への投資を通じて、実質的に国内外の株式等に投資を行なう、 

    ファンド・オブ・ファンズです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ①各ファンドが主要投資対象とする各投資信託証券の運用の方針等については、「第二部 ファン   

      ド情報 第 1 ファンドの状況 ２ 投資方針 (1)投資方針（参考）指定投資信託証券について」 

      をご参照ください。 

あ
り
が
と
う
フ
ァ
ン
ド 

（愛
称
「
フ
ァ
ン
ド
の
宝
石
箱
」
） 

国内外の 

株式・債券等

申込金 

解約金 

償還金 

 

お客様 
販
売
会
社 

（あ
り
が
と
う
投
信
株
式
会
社
） 

投資 

損益 

申込金

解約金

償還金

指
定
投
資
信
託
証
券 

投資 

損益 
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     受益証券の信託金限度額は、5,000 億円です。ただし、受託者と合意のうえ、当該信託金限度額を変更する 

ことができます。 

 

（2） 【ファンドの仕組み】 

     ① ファンドの仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜事業内容＞ 

a.委託会社 

ファンドの設定、信託財産の運用指図、目論見書及び運用報告書の作成等を行います。 

b.受託会社 

信託財産の保管・管理業務などを行い、分配金、解約金及び償還金の委託会社への交付、また信託財産に

関する報告書を作成し委託会社へ交付を行います。 

c.販売会社 

受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資、償還金の支払い等を

行います。 

 

＊委託会社及び受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会社には、

委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。なお、委託会社自らの募集・販売にかかる受益権につ

いては、販売会社への配分に相当する金額を委託会社が収受します。 

 

 

   ＜委託会社が関係法人と締結している契約等の概況＞ 

・受託会社（証券投資信託契約） 

   ファンドの根幹となる運用方針、信託報酬の総額、手数料等、ファンドの設定・維持のために必要な事項を信託

約款で規定しています。 

  
    

日興シティ信託銀行株式会社      
信託財産の保管・管理等      

受託会社   
証券投資信託契約   

  
   

ありがとう投信株式会社 
  
 ＊ 

  
     ①信託受益権の募集・販売       
     
②信託財産の運用指図等 

   
    

委託会社     

ありがとうファンド    
    

  
   

お   客様     
    

買付   ・   換金   の    
お申   込   み   等      

一部解約金      

収益分配 金等        ありがとう投信株式会社は、販売会社    

としての役割も有しています。   
＊ 

ファンド 
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・販売会社 

委託会社が販売会社に委託するファンドの募集・販売に係わる業務の内容、一部解約に関する事務の内

容、及びこれらに関する手続き等について規定しています。 

     

      ② 委託会社の概況 

       委託会社名：ありがとう投信株式会社 

            住  所 ：東京都台東区上野三丁目 19番 4号 

 

a.資本の額（平成 21 年 10 月末日現在） 

資本金 225 百万円 

発行する株式の総数 40,000 株 

発行済株式の総数 22,500 株 

 

b.会社の沿革 

平成 16 年 3 月 9 日 ： 「ありがとう投信株式会社」設立（資本金 10,000 万円） 

平成 16 年 3 月 31 日 ：  増資 5,000 万円 （資本金 15,000 万円） 

平成 16 年 7 月 20 日 ： 「投資信託委託業」（第 32 号）認可 

平成 19 年 4 月 2 日 ： 増資 3,000 万円 （資本金 18,000 万円） 

平成 19 年 9 月 30 日 ： 金融商品取引業の登録（関東財務局長（金商）第 304 号） 

平成 20 年 9 月 30 日 ： 増資 2,000 万円 （資本金 20,000 万円） 

      平成 21 年 3月 30 日  ： 増資 2,500 万円（資本金 22,500 万円） 

 

c.大株主の状況（平成 21年 10 月末日現在） 

 発行済株式の総数（a） 

及び資本金 

22,500 株 

225,000 千円 

氏名、商号または名称 住 所 
保有株式数

（b） 

比 率 

（b/a） 

石 塚 久 美 雄  北海道  札幌市 13,800 株  61.33％  

村 山 甲 三 郎  東京都  世田谷区 5,300 株 23.56％ 
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２．【投資方針】 

   （１）【投資方針】 

A.基本方針 

当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のフ

ァンドに分散投資することを基本とします。 

B.投資態度 

運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。

厳しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資

産配分を行っていきます。運用成果については、特定のベンチマークを設けることはしません。 

短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。 

C.運用の特色 

１．経済の変動のダイナミズムを先取りしたアセットアロケーションを前提にファンドの組成に取り組む方

針を一貫して行います。 

２.ファンド・オブ・ファンズの対象ファンドの選択に当たっては、ファンド運用方針が明確で、一貫性がある

ことを重視し、ファンド・オブ・ファンズのパフォーマンスへの寄与を明確にします。ファンド選択の基準

としては、運用資金が安定的に推移し、そのファンドの顧客から継続して支持を受けていることも重

要な条件とします。また、運用内容のチェックとして、基準価額の推移が運用方針と整合性を持っ

ているかどうかも重要な判断基準とします。 

 

(参考)指定投資信託証券の概要 

※下記の概要は、平成21年10月末日現在で委託会社が知りうる情報を基に作成しております。今

後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場

合があります。 

※各投資信託証券の詳細につきましては、後述の「(参考)指定投資信託証券について」をご参照く

ださい。 

 

[1] さわかみファンド 

投資信託協会分類 追加型投信／内外／資産複合 

委託会社 さわかみ投信株式会社 

ベンチマーク なし 

 

［2］ トヨタグループ株式ファンドF（適格機関投資家専用私募） 

投資信託協会分類 追加型投信／国内／株式 

委託会社 トヨタアセットマネジメント株式会社 

ベンチマーク なし 
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[3] 社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 

投資信託協会分類 私募のため指定されておりません。（参考：国内株式型） 

委託会社 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

ベンチマーク なし 

 

[4] ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定） 

投資信託協会分類 追加型投信／内外／資産複合 

委託会社 東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

ベンチマーク なし 

 

[5] ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

投資信託協会分類 私募のため指定されておりません。（参考：国際株式型） 

委託会社 日本コムジェスト株式会社 

ベンチマーク なし 

 

[6] ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

投資信託協会分類 私募のため指定されておりません。（参考：国際株式型） 

委託会社 日本コムジェスト株式会社 

ベンチマーク なし 

 

[7] ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド2007（適格機関投資家専用） 

投資信託協会分類 私募のため指定されておりません。（参考：国際株式型） 

委託会社 朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

ベンチマーク なし 

 

[8] コモンズ30ファンド（適格機関投資家用） 

投資信託協会分類 追加型投信／内外／株式 

委託会社 コモンズ投信株式会社 

ベンチマーク なし 

 

 (参考)指定投資信託証券について 

 以下はファンドが投資を行なう投資信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます。）の投資方針、関係法人、

信託報酬等について、平成21年10月末日現在で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。 

    今後、指定投資信託証券の各委託会社（運用会社）の都合等により、記載の内容が変更となる場合があります。     

また、ここに記載した指定投資信託証券は平成21年10月末日現在のものであり、今後、繰上償還等により指定  

投資信託証券から除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投資信託が新たに指定投資信託証券に

追加となる場合等があります。 
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※指定投資信託証券の名称について、「（適格機関投資家専用私募）・（適格機関投資家限定）・（適格機関投

資家専用）・（適格機関投資家用）」の部分を省略して記載する場合があります。 

※指定投資信託証券の一部の受託会社について、信託事務処理の一部を他の信託銀行に再信託する場合が

あります。 

 

 

種類・項目 さわかみファンド 

運用の基本方針 

基本方針 
投資家の方々の資産形成をお手伝いするために、円ベースでの信託財産の長期的な成長を図るこ

とを目的としています。 

投資対象 

および投資制限 

国内外の株式等を主要投資対象としますが、投資対象には特に制限を設けず、積極的かつ長期ス

タンスの運用により信託財産の成長を目指します。 

投資態度 

運用にあたっては、経済の大きなうねりをとらえて先取り投資することを基本とし、その時点で最も割

安と考えられる投資対象に資産を集中配分します。その投資対象資産の中で、将来価値から考え

て市場価値が割安と考えられる銘柄に選別投資し、割安が解消するまで持続保有する「バイ･アン

ド･ホールド型」の長期投資を基本とします。 

上記『割安であること』の判断の精度を維持･向上するために、経済全般および個別銘柄について徹

底したリサーチ活動を継続します。 

当ファンドは運用の成果について目標とするベンチマークは設定しませんし、短期的な成績向上を

狙うような無理な投資はしませんが、必要と考えるリスクは敢然と取ります。また、長期的な運用成

果を向上させるために、株主総会での議決権行使なども積極的に行っていきます。 

 

収益分配方針 

収益の分配は、年に 1回とします。 

分配金額は、基準価額水準、市況動向、等を勘案して決定します。（分配を行わないこともありま

す。） 

分配金は、税金が差引かれた後で自動的に再投資されます。 

ファンドにかかる費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 1.05％（税抜 1.00％） 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 
1.5％（ただし、一部解約の額が信託財産留保金の控除前で50万円以下の場合に限り、信託財産

留保金は控除されません。） 

 

その他の費用 

①ファンドに組入れる有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料、および売買委託手数

料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負担します。 

②その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等は、

信託財産から収受する信託報酬より委託会社が支弁します。 

その他 

委託会社 

さわかみ投信株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 328 号 

(社)投資信託協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入 

受託会社 

日興シティ信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 25号 

日本証券業協会加入 

信託期間 無期限 

  

決算日 毎年 8月 23日の年 1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日。 
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種類・項目 トヨタグループ株式ファンド F（適格機関投資家専用私募） 

運用の基本方針 

ファンドの目的 

「トヨタグループ株式マザーファンド」受益証券を通じて、トヨタ自動車株式会社及びそのグループ

会社（以下、「トヨタ自動車及びそのグループ会社」といいます。）の株式に投資し、信託財産の成

長を目指して運用を行います。 

基本方針 

①トヨタ自動車株式会社及びそのグループ会社のうち、主としてわが国の取引所第一部に上場し

ている株式を投資対象として運用するマザーファンド受益証券に投資します。 

※グループ会社とは、トヨタ自動車株式会社の有価証券報告書、半期報告書及びこれらに準じる

公開情報に開示される連結子会社、持分法適用関連会社をいいます。 

②ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行ないます。従って、実質的な運用は、マザーフ

ァンドで行います。 

③マザーファンドの受益証券の組入れ比率は、通常の状態で高位を保つことを基本とします。 

④株式以外への資産（他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の

信託財産に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分

を含みます。）への投資は、原則として信託財産総額の 50%以下とします。 

⑤この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応のため、内外の短期金融商品等に投資

することがあります。 

⑥なお、資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が

運用に支障をきたす水準となったとき、グループ会社の定義などに大きな変更があった場合等や

むを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。 

＊当ファンドは、予め定められた一定の方針により投資を行なうファンドであり、銘柄選定や組入率操

作等による追加収益を追求するファンドではありません。 

投資対象 
「トヨタグループ株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、わが国の株式など

に直接投資することもあります。 

投資制限 

 

①株式への投資割合等には制限を設けません。 

②外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の20%以内とします。 

③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純

資産総額の20%以内とします。 

④同一銘柄の株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

  

  

収益分配方針 信託財産から生ずる利益は、信託終了時まで信託財産中に留保し、収益の分配は行いません。 

ファンドに係る費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 0.378％（税抜 0.360％） 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 なし 

  

  

  

その他の費用 

信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者の負担とし、信

託財産から支弁されます。 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料及び先物・オプション取引に要する費用等 

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要す

る費用（信託財産の規模などを考慮し、かかる費用の一部を委託者の負担とすることができま

す。）、借入金の利息及び立替金の利息等 

その他 

委託会社 

トヨタアセットマネジメント株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 366 号 

(社)投資信託協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入 

受託会社 

三菱 UFJ 信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 33号 

日本証券業協会加入／(社)金融先物取引業協会加入／(社)投資信託協会加入 

信託期間 無期限 

  

  

  

決算日 毎年 11月 13 日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 

運用の基本方針 

基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

主な投資対象 
ALAMCO 社会貢献マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を主要投

資対象とします。 

運用方針 

①わが国の株式を投資対象とし、ビジネスを通じて社会的課題に積極的に取り組み、社会に貢献す

る企業の株式に投資するマザーファンド受益証券に投資します。 

②原則として、マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持し、非株式割合（他の投資信託受

益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の資産のう

ち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。）は信託財産総額の 50％以下

とします。ただし、資金動向、市況動向等により、弾力的に変更を行う場合があります。 

③資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達

成されない場合があります。 

投資制限 

①株式（新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。）への実質投資割合には制限を設け

ません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総

額の 20％以下とします。 

③同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の 10％以下とし

ます。 

④同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総

額の 5％以下とします。 

⑤外貨建資産への投資は行いません。 

  

  

収益分配方針 

毎決算時（9月 20日、ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として次の通り収益分配を行う

方針です。 

①収益分配金額は、委託者が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合は分配を行わないこともあります。 

②収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行

います。 

ファンドにかかる費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 0.84％ (税抜 0.80％) 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 なし 

 

その他費用 

信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者の負担とし、信託

財産から支弁されます。 

監査費用(純資産総額に対し、年率0.00525％（税抜0.005％）) ※ただし、年42万円（税抜40万

円）を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料及び先物・オプション取引に要する費用等 

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、借入金の利息及び立替金の利息等 

その他 

委託会社 

朝日ライフ アセットマネジメント株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 301 号 

(社)投資信託協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入 

受託会社 

みずほ信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 34号 

日本証券業協会加入／(社)金融先物取引業協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入 

信託期間 無期限 

 

決算日 毎年 9月 20日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定） 

運用の基本方針 

基本方針 当ファンドは、投資信託財産の長期的な成長を目指して、運用を行います。 

主な投資対象 
主として「東京海上長期投資マザーファンド」受益証券に投資を行います。 

（参考）マザーファンドの主な投資対象：国内外の株式および国内外の債券 

運用方針 

＜運用の基本方針＞ 

この投資信託は、主として「東京海上長期投資マザーファンド」（以下「マザーファンド」といいま

す。）受益証券に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目標として運用を行います。 

＜主要投資対象＞ 

主としてマザーファンド受益証券に投資し、高位の組入比率を維持します。なお、このほか株

式等に直接投資することがあります。 

＜投資態度＞ 

①国内外の株式および国内外の債券を主要投資対象として運用するマザーファンド受益証券

に投資します。 

②当ファンドの運用は、ファミリーファンド方式により行います。従って、実質的な運用はマザーフ

ァンドで行うこととなります。 

③実質組入外貨建資産に対しては、原則として為替ヘッジを行いません。 

④資金動向、市況動向等の事情によっては、上記のような運用が出来ない場合があります。 

主な投資制限 
① 株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

② 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

  

  

収益分配方針 無分配 

ファンドにかかる費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 0.49875％ (税抜 0.475％) 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 解約時の基準価額の 0.3% 

 

 

その他費用 

監査報酬（純資産総額に対し、税込年 0.0105％（上限 31.5 万円）、有価証券売買時の売買委

託手数料、信託事務等に要する諸費用等をファンドの信託財産を通じて間接的にご負担いただ

きます。 

その他 

委託会社 

東京海上アセットマネジメント投信株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 361 号 

(社)投資信託協会加入／(社)日本証券投資顧問業協会加入 

受託会社 
中央三井アセット信託銀行株式会社（日本トラスティー・サービス信託銀行に再信託） 

金融商品取引業者 関東財務局長（登金）第 15号 

信託期間 無期限 

 

 

決算日 毎年 5月 15日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

運用の基本方針 

投資対象 
ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。 

運用方針 

① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証

券への投資を通して、主としてヨーロッパ諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図

ることを目的として運用を行います。 

② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、

相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。  

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

④ 信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは

為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための

有価証券先物取引等は行いません。  

⑤有価証券の貸付は行ないません。 

投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。  

② 投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の５％以下とします。  

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下

とします。  

④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。  

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とし

ます。  

⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10％以下とします。  

⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。  

⑧ 外国為替予約取引は約款第 25条※の範囲で行います。 
※約款第 25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の

時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを

回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総

額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

 

収益分配方針 

毎決算時（原則として 12月 25 日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含み

ます。）等の全額とします。  

② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分

配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。  

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 

ファンドにかかる費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 1.05％ (税抜 1.00％) 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 なし 

 

 

その他費用 

信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者の負担とし、信

託財産から支弁されます。 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料等 

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要す

る費用（信託財産の規模などを考慮し、かかる費用の一部を委託者の負担とすることができま

す。） 

・借入金の利息及び立替金の利息等 

その他 

委託会社 

日本コムジェスト株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1696 号 

(社)投資信託協会加入 

受託会社 

日興シティ信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 25号 

日本証券業協会加入 

信託期間 無期限 

 

決算日 毎年 12月 25 日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

運用の基本方針 

投資対象 
ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ マザーファンド（以下「親投資信託」といいます。）の

受益証券を主要投資対象とします。 

運用方針 

① コムジェスト・エス・エー社に外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証

券への投資を通して、主として新興諸国の株式に投資し、中長期的な信託財産の成長を図ること

を目的として運用を行います。 

② 親投資信託の受益証券への組入比率は、原則として高位を維持することを基本としますが、

相場環境によっては親投資信託の組入比率の調整を行います。  

③ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 

④ 信託財産が運用対象とする有価証券または信託財産に属する資産の価格変動リスクもしくは

為替変動リスクを回避するため、および信託財産に属する資産の効率的な運用に資するための

有価証券先物取引等は行いません。  

⑤有価証券の貸付は行ないません。 

投資制限 

① 株式への実質投資割合には制限を設けません。  

② 投資信託証券（親投資信託の受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純

資産総額の５％以下とします。  

③ 同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以下

とします。  

④ 新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 20％以下とします。  

⑤ 同一銘柄の新株引受権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とし

ます。  

⑥ 同一銘柄の転換社債への実質投資割合は信託財産の純資産総額の 10％以下とします。  

⑦ 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。  

⑧ 外国為替予約取引は約款第 25条※の範囲で行います。 
※約款第 25条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産（親投資信託の信託財産に属する外貨建資産の

時価総額のうち信託財産に属するとみなした額を含みます。）について、当該外貨建資産の為替変動リスクを

回避するため、外国為替の売買の予約取引を指図することができます。 

② 前項において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総

額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額とします。

 

収益分配方針 

毎決算時（原則として 12月 25 日。ただし、同日が休業日の場合は翌営業日。）に、原則として

以下の方針に基づき収益分配を行います。 

① 分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含み

ます。）等の全額とします。  

② 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分

配対象額が少額の場合には、分配を行わないこともあります。  

③ 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の

運用を行います。 

ファンドにかかる費用 

信託報酬 純資産総額に対し年率 1.05％ (税抜 1.00％) 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 なし 

 

 

その他費用 

信託財産に関する以下の費用及びそれに付随する消費税など相当額は、受益者の負担とし、信

託財産から支弁されます。 

・組入有価証券の売買時の売買委託手数料等 

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する費用、信託財産の財務諸表の監査に要す

る費用（信託財産の規模などを考慮し、かかる費用の一部を委託者の負担とすることができま

す。） 

・借入金の利息及び立替金の利息等 

その他 

委託会社 

日本コムジェスト株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 1696 号 

(社)投資信託協会加入 

受託会社 

日興シティ信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 25号 

日本証券業協会加入 

信託期間 無期限 

 

 

決算日 毎年 12月 25 日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007（適格機関投資家専用） 

運用の基本方針 

 基本方針 この投資信託は、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。 

投資対象 
ALAMCO ハリス グローバル バリュー株マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます。）を

主要投資対象とします。 

投資態度 

①ハリス・アソシエイツ・エル・ピーに外貨建資産の運用指図権限を委託しているマザーファンド受益証券への投

資を通して、主として日本を除く世界各国の株式のうち、時価総額の大きな銘柄にグローバルな視点で投資し、

値上がり益の獲得および配当等収益の確保を目指して運用を行います。 

②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。ただし、資金の流出入動向によっては、

マザーファンド受益証券の組入比率を高位に維持できない場合があります。 

③外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジは行いません。なお、対米ドルでは、円以外の通貨

にかかる為替予約取引を行うことがあります。 

④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合や、ファンドの投資目的が達成されない

場合があります。 

⑤信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、信託財産において一部解約金等の支払資金に

不足額が生じるときは、資金借入れを行うことができます。 

投資制限 

①株式への実質投資割合には、制限を設けません。 

②新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の

20％以下とします。 

③投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％

以下とします。 

④約款第 30 条に定める場合を除き、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

⑤同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑥同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において、信託財産の純

資産総額の 5％以下とします。 

⑦同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において、信託

財産の純資産総額の 10％以下とします。 

⑧有価証券先物取引等は、約款第 24 条の範囲で行います。 

⑨スワップ取引は、約款第 25 条の範囲で行います。 

⑩金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 26 条の範囲で行います。 

 

収益分配方針 

毎決算時（3 月 9 日。ただし、休業日の場合は翌営業日）に、原則として次のとおり 

収益分配を行う方針です。 
①分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益（マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、

信託財産に属するとみなした額（以下「みなし配当等収益」といいます。）を含みます。）および売買益（評価損

益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額）等の全額とします。 

②収益分配金は、委託者が、基準価額水準、市況動向、運用状況等を勘案して決定します。ただし、分配対

象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります。 

③収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。 

ファンドにかかる費用 

 信託報酬 純資産総額に対し年率 1.365％（税抜 1.30％） 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 解約請求受付日の翌営業日の基準価額の 0.3％ 

監査報酬 
純資産総額に対し、年率 0.00525％（税抜 0.005％） ※ただし、年 42万円（税抜 40万円）を上限

とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがあります。 

 

 

その他の費用 

有価証券売買時の売買委託手数料、先物・オプション取引・スワップ取引・金利先渡取引・為替先渡取引に要

する費用、資産を外国で保管する場合の費用、公社債の借入れにかかる費用、借入金の利息ならびに外国為

替予約取引に要する費用等は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。これらの費用に消費税等がか

かる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、運用状況等により変動する

ものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。 

その他 

 
委託会社 

朝日ライフアセットマネジメント株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 301 号 

（社）投資信託協会加入／（社）日本証券投資顧問業協会加入 

受託会社 
みずほ信託銀行株式会社 

登録金融機関 関東財務局長（登金）第 34 号 

日本証券業協会加入／（社）日本証券投資顧問業協会加入／（社）金融先物取引業協会加入 

投資顧問会社 ハリス・アソシエイツ・エル・ピー 

信託期間 無期限 

 

 

決算日 毎年 3月 9日（休業日の場合は翌営業日） 
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種類・項目 コモンズ 30 ファンド（適格機関投資家用） 

運用の基本方針 

 
投資対象 

親投資信託である「コモンズ３０マザーファンド」（以下、「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主

要投資対象とします。 

投資態度 

①主としてマザーファンドの受益証券に投資することで、国内外の金融商品取引所に上場されている

株式に実質的に投資を行ない、投資信託財産の長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま

す。 

②マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちますが、資金動向、市場動向によっ

ては、国内外の株式等に直接投資する場合があります。 

③運用の基本方針となるベンチマークは設定しません。 

④株式への実質投資割合は、通常の状態で投資信託財産の３０％以上で機動的に変更できるもの

とします。 

⑤大量の解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備にはいったとき等、

ならびに投資信託財産の規模によっては、上記の運用が行われないことがあります。 

投資制限 

①株式への実質投資割合には、制限をもうけません。 

②外貨建資産の実質投資割合には、制限を設けません。 

③投資信託証券（但し、マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産

の純資産総額の５％以内とします。 

④先物取引等は約款第 23条の範囲で行います。 

⑤スワップ取引は、約款第 24条の範囲で行います。 

⑥金利先渡取引および為替先渡取引は、約款第 25条の範囲で行います。 

 

収益分配方針 

年 1 回の毎決算時に、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配

対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 

当ファンドは分配金再投資専用です。よって、分配金は税金が差引かれた後、自動的に再投資さ

れます。なお、収益の分配にあてなかった利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行

います。 

ファンドにかかる費用 

 信託報酬 純資産総額に対して年 0.63%（税抜 年 0.60%） 

販売手数料 なし 

信託財産留保金 なし 

 

 
その他の費用 

信託事務の処理に要する諸費用等は、投資信託財産中から支弁します。また、この信託の監査にか

かる費用として、純資産総額の年 0.05％（税抜き）または 32 万円（税抜き）を上限として負担いただ

きます。 

その他 

 

 

委託会社 
コモンズ投信株式会社 

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第 2061 号  (社)投資信託協会加入 

受託会社 
株式会社りそな銀行  登録金融機関 近畿財務局長（登金）第3号   日本証券業協会加入／

（社）金融先物取引業協会加入 

 

信託期間 無制限 

 決算日 毎年 1月 18日（休業日の場合は翌営業日） 
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(参考)指定投資信託証券の委託会社について 

以下はファンドが投資を行なう指定投資信託証券の委託会社の沿革について、平成 21 年 10 月末日現在 

で委託会社が知りうる情報等を基に記載したものです。 

 

〔さわかみ投信株式会社〕 

平成 08 年（1996 年）07 月    さわかみ投資顧問（株）を設立、投資顧問業の登録 

平成 11 年（1999 年）04 月     商号をさわかみ投信（株）に変更 

平成 11 年（1999 年）05 月     投資一任業務の認可、投資信託委託業務の認可 

平成 11 年（1999 年）08 月    「さわかみファンド」設定 

平成 19 年（2007 年）09 月     金融商品取引業の登録 

 

〔トヨタアセットマネジメント株式会社〕 

平成 02 年（1990 年）02 月   千代田火災投資顧問（株）を設立 

平成 04 年（1992 年）03 月   投資一任業務認可取得 

平成 11 年（1999 年）09 月     商号を千代田火災アセットマネジメント（株）に変更 

平成 11 年（1999 年）12 月    証券投資信託業の認可を取得 

平成 12 年（2000 年）06 月    商号をトヨタアセットマネジメント（株）に変更 

平成 13 年（2001 年）03 月    公募投信の設定、運用を開始 

平成 19 年（2007 年）09 月    金融商品取引業の登録 

 

〔朝日ライフ アセットマネジメント株式会社〕 

昭和 60 年（1985 年）07 月   会社設立 

昭和 62 年（1987 年）02 月   証券投資顧問業の登録 

昭和 62 年（1987 年）06 月   投資一任契約に係る業務の認可取得 

平成 11 年（1999 年）04 月   商号を朝日ライフ アセットマネジメント（株）に変更 

平成 11 年（1999 年）04 月   証券投資信託委託業の認可取得 

平成 19 年（2007 年）09 月    金融商品取引業の登録 

 

〔東京海上アセットマネジメント投信株式会社〕 

昭和 60 年（1985 年）12 月   東京海上エム・シー投資顧問株式会社を設立 

昭和 62 年（1987 年）02 月   投資助言業者として登録 

昭和 62 年（1987 年）06 月   投資一任業務認可取得 

平成 10 年（1998 年）05 月   東京海上アセットマネジメント投信株式会社に社名変更、投信業務免許取得 

平成 19 年（2007 年）09 月    金融商品取引業の登録 

 

〔日本コムジェスト株式会社〕 

平成 19 年（2007 年）03 月   日本コムジェスト株式会社設立 

平成 19 年（2007 年）12 月    金融商品取引業の登録 
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〔コモンズ投信株式会社〕 

平成 19 年（2007 年）11 月   コモンズ投信株式会社設立 

平成 20 年（2008 年）10 月    金融商品取引業の登録 

 

 （２）【投資対象】 

主として国内外の株式等を投資対象とする投資信託証券を投資対象とします。当ファンドは、以下に示す投資

信託証券（以下「指定投資信託証券」といいます）を主要投資対象とします。 

指定投資信託証券 

・さわかみファンド 

・トヨタグループ株式ファンド F（適格機関投資家専用私募） 

・社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 

・ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定） 

・ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

・ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

・ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007（適格機関投資家専用） 

・コモンズ 30 ファンド（適格機関投資家用） 

＊上記は平成 21 年 10 月末日現在の指定投資信託証券の一覧です。今後、上記指定投資信託証券の一部

が、名称変更となる場合、または繰り上げ償還により除外される場合、あるいは、ここに記載された以外の投

資信託証券が新たに追加となる場合等があります。 

＊指定投資信託証券の中には、直接市場に投資するものも、ファミリーファンド方式でマザーファンドを通じて投

資するものもあります。 

＊なお デリバティブの直接利用は行いません。 

①  投資の対象とする資産の種類（約款第 13 条） 

a.有価証券 

b.金銭債権 

c.約束手形 

d.為替手形 

②  投資対象とする有価証券（約款第 14 条） 

1.別に定める証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいいます。

以下「投資信託証券」といいます。）または、外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第

10 号で定めるものをいいます。） 

2.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等 

3.外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、前号の性質を有するもの 

4.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株予約権証券と社債券

とが一体となった新株予約権付社債券の新株予約権証券および短期社債等を除きます。） なお、第 4 号

の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）お

よび債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。） 
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③  投資対象とする金融商品 

1.預金 

2.指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 

3.コール・ローン 

4.手形割引市場において売買される手形 

5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

④  その他の投資対象 

信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに信託財産に属する外貨建資産についての為

替変動リスクを回避するため、外国為替の売買の予約を指図することができます。 

 

（３）【運用体制】 

運用会議 

① 週 1回（原則月曜日）会議を開催。投資環境全般の見直し、 

投資銘柄の策定 

② 1 週間の運用方針等策定 

③ 投信企画運用部及びコンプライアンス部で構成。 

 

                                       運用会議等の運用策定資料に基づき 

投資政策委員会 

① 毎月1回（原則第一月曜日）会議を開催、基本的な運用方針等

を審議決定します。 

② 代表取締役(CIO)を議長とし、投信企画運用部長、投信委託業

務部長、カスタマーサービス部長、コンプライアンス部長、主要運

用担当者で構成。 

③ 投資政策委員会議事録を作成。 

 

 

投信企画運用部 

① 投資政策委員会の決定した運用方針ならびにアセット・アロケー

ションにしたがってポートフォリオ運用実行 

 

                                           運用成果・実績等の確認 

投資政策委員会 

① 運用成果、運用プロセス等リスクの分析管理 

② 弊社投信の運用内容と成果を定期的に役員会に報告 

           （原則月 1回、定例取締役会） 

コンプライアンス部 

①  当ファンドの運用の基本方針等の遵守状況のモニタリング 
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＊運用体制は平成 21年 10 月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。 

＊当社では、信託財産の適正な運用及び受益者との利害相反となる取引の防止を目的として、社内諸規則

を設けております。 

 

（４）【分配方針】 

       ①  収益分配方針 

  当ファンドは、毎決算時（毎年 8月 31日の年 1回。休業日にあたる場合には、その翌営業日。）に原則

として以下の方針に基づいて分配を行います。 

a. 分配対象額の範囲 

  繰越分を含めた利子･配当収入及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

b. 分配対象額についての分配方針 

  委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。（分配を行わないこともあり

ます。） 

c. 留保益の運用方針 

  収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基いて元本

部分と同一の運用を行います。 

②  当ファンドは分配金再投資専用です。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、ファンドの受

益権の取得申込金として、各受益者（販売会社を含みます。）毎に当該収益分配金の再投資にかかる受

益権の取得の申込みに応じたものとします。※収益分配金を再投資する場合は、販売手数料はかかりま

せん。 

＊ 収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当

該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。

また、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託会

社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者としま

す。）に支払われ、税引き後無手数料で再投資されますが、再投資により増加した受益権は、振替口座

簿に記載または記録されます。 

 

   （５）【投資制限】 

・株式への直接投資は行いません。 

・投資信託証券への投資割合等には制限を設けませんが、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時

価総額が、原則として信託財産の純資産総額の 100 分の 50 以上となる投資の指図をしません。 

・信用取引の指図は行いません。 

・資金の借り入れを行うことができます。当該借入金をもって有価証券等の運用は行いません。 

 

３．【投資リスク】 

①  当ファンドは、株式などに投資する投資信託証券に投資しますので、ファンドの基準価額は、株式の価格変動等

の影響により変動し、下落する場合があります。したがって、投資家の皆様の投資元金が保証されているものでは

ありません。 
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②  投資対象とする投資信託の主なリスクは以下の通りです。 

a.価格変動リスク 

一般に株式の価格は、国内及び国外の経済・政治情勢等の影響を受け変動します。また 公社債は、金利変

動により債券価格が変動するリスクがあります。一般に金利低下時には債券価格が上昇し、逆に金利上昇時に

は債券価格が下落する傾向があります。ただし、その価格変動は、残存期間・発行条件等によりばらつきがあり

ます。 

b.流動性リスク 

市場規模や取引量が少ない場合、組み入れ銘柄を売却する際に市場実勢から期待される価格で売却できず、

不足の損失を被るリスクがあります。 

c.ビジネスリスク 

一般に、投資した企業の経営等に重大な危険が生じた場合やそれらに関する当該企業に対する外部評価の変

化等により、当該企業の株価が下落し、損失を被るリスクがあります。 

d.為替変動リスク及びカントリーリスク 

外貨建て資産を保有する場合は、当該通貨と、円との為替変動の影響を受け損失を生ずる事があり得ます。ま

た、当該国・地域の政治・経済及び社会情勢等の変化により市場に大きな混乱が生じた場合、重大な損失が生

ずるリスクがあります。 

e.ファンド資産の流失によるリスク 

多額の解約が一時にあった場合には、資金を手当てするために保有資産を大量に売却しなければならないことも

ありますが、その際に当該売却の注文が市場価格に影響を与えること等により損失を被るリスクがあります。 

 

＊ファンドが投資対象とする投資信託は、これらの影響を受けて価格が変動しますので、ファンド自身にもこれらのリ

スクがあります。 

 

③  リスク管理体制 

弊社におけるリスク管理体制は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ＊ リスク管理体制は、平成 21 年 10 月末日現在のものであり、今後変更になる場合があります。 

コンプライアンス部 

・当ファンドの運用の基本方針等の遵守状況のモニタリング。 

・運用部門と業務部門の機能の明確な分離及びチェック。 

・顧客運用ガイドラインの日次管理。 

投資政策委員会 

（責任者 CIO） 

・運用成果、運用プロセス 

等リスクの分析管理。 

 

投信委託業務部 

カスタマーサービス部 

・当ファンドの純資産額等日次

管理。 

・顧客管理等の事務リスクの管

理。 
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４．【手数料等及び税金】 

（１）【申込手数料】 

該当事項はありません。  

  

（２）【換金（解約）手数料】 

        該当事項はありません。 

   

（３）【信託報酬等】 

     信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 10,000 分の 90 の率

（当初）に消費税及び地方消費税を加算した年 10,000 分の 94.5 の率を乗じて得た額とします。設定元本部

分が増加した際の信託報酬の総額、信託報酬にかかる委託会社、受託会社及び販売会社の間の配分は次

のとおりとなります。 

 

時期 項目
純資産総額が 信託報酬の総額 委託会社 受託会社 販売会社

250億円まで 年率0.9450
（税抜　0.9000％）

年率0.4620
（税抜　0.4400％）

年率0.1050
（税抜　0.1000％）

年率0.3780
（税抜　0.3600％）

250億円超
500億円まで

0.8925%
（税抜　0.8500％）

0.4515%
（税抜　0.4300％）

0.0945%
（税抜　0.0900％）

0.3465%
（税抜　0.3300％）

500億円超
750億円まで

0.8400%
（税抜　0.8000％）

0.4410%
（税抜　0.4200％）

0.0840%
（税抜　0.0800％）

0.3150%
（税抜　0.3000％）

750億円超
1000億円まで

0.7875%
（税抜　0.7500％）

0.4305%
（税抜　0.4100％）

0.0735%
（税抜　0.0700％）

0.2835%
（税抜　0.2700％）

1000億円超
0.7350%

（税抜　0.7000％）
0.4200%

（税抜　0.4000％）
0.0630%

（税抜　0.0600％）
0.2520%

（税抜　0.2400％）

費用・税金

毎日

信託報酬
の総額及
び配分
（純資産
総額に対
し）

 

 

・信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヶ月の終了日（当該日が休業日のときは翌営業日とします。）及び毎計算

期末又は信託終了のときに信託財産中から支弁するものとします。 

     ・信託報酬に対する消費税相当額等の費用を信託財産は負担します。 

※税額は平成 21 年 10 月末日現在のものであり、税法が改正された場合は、その内容が変更されることがあり

ます。 

※この他にファンドが投資対象とする投資信託証券に関しても信託報酬等がかかります。 

※実質的な信託報酬は信託財産の純資産総額に対して概算で年 1.6％±0.3％です。当ファンドは他のファンド

を投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が 実質的に負担する信託報

酬を算出しております。 

 

 

（参考）ファンドが投資対象とする投資信託証券の信託報酬（平成 21年 10 月末日現在） 

指定投資信託証券の名称 信託報酬（年率） 

さわかみファンド 1.05％（税抜 1.00％） 

トヨタグループ株式ファンドＦ（適格機関投資家専用私募） 0.378％（税抜 0.360％） 

社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 0.84％（税抜 0.80％） 

ＴＭＡ長期投資ファンド（適格機関投資家限定） 0.49875％（税抜 0.475％） 
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ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 1.05％（税抜 1.00％） 

ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ 

（適格機関投資家限定） 

1.05％（税抜 1.00％） 

ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007 

（適格機関投資家専用） 

1.365％（税抜 1.30％） 

コモンズ 30 ファンド（適格機関投資家用） 0.63％（税抜 0.6％） 

 

（４）【その他の手数料等】 

①  信託財産で間接的に負担する（信託財産中から支弁される）費用、税金、ファンドに組入れる有価証券等の売

買の際に発生する売買委託手数料、及び売買委託手数料に対する消費税相当額等の費用は、信託財産が負

担します。 

②  その他 

その他、信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託会社の立替えた立替金の利息等は、信託財産から

収受する信託報酬より委託会社が支弁します。 

 

（５）【課税上の取扱い】 

   受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法が改正された場合は、その内容が変

更されることがあります。 

  

◇ 個人、法人別の課税の取扱いについて 

＜個人の受益者に対する課税＞ 

【平成 23 年 12 月 31 日まで】 

①収益分配金の課税 

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、10％（所得税７％および地方税３％）の税率で

源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択する

ことができます。 

 ※平成22年より源泉徴収選択口座を選択した場合、普通分配金とその同年に発生したありがとうファンド

の譲渡損失とを口座内で損益通算する事ができます。 

 

②解約時および償還時の課税 

譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等

を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として 10％（所得税７％および地方税

３％）の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則と

して確定申告不要となります。 

※解約時および償還時の損失については、収益分配金・上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組み

があります。 
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【平成 24 年 1 月 1 日以降】 

①収益分配金の課税 

収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、20％（所得税15％および地方税5％）の税率で

源泉徴収され確定申告不要となります。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税を選択する

ことができます。 

 ※平成22年より源泉徴収選択口座を選択した場合、普通分配金とその同年に発生したありがとうファンド

の譲渡損失とを口座内で損益通算する事ができます。 

 

②解約時および償還時の課税 

譲渡益（解約価額および償還価額から取得費（申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額等

を含みます。）を控除した利益をいいます。）については、譲渡所得として 20％（所得税 15％および地方税

5％）の税率が適用され、申告分離課税となります。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則と

して確定申告不要となります。 

※解約時および償還時の損失については、収益分配金・上場株式等の譲渡益等との損益通算の仕組み

があります。 

 

＜法人の受益者に対する課税＞ 

・収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額については、

軽減税率が適用され 7％（所得税 7％）の税率で源泉徴収されます。なお、上記 7%の税率は平成24 年

1 月 1 日からは、15%（所得税 15％）となります。地方税の源泉徴収はありません。 

・益金不参入制度は適用されません。 

※税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 

※課税上の取扱いの詳細については税務署等にご確認下さい。 

 

 

◇ 個別元本について 

①  追加型株式投資信託について、受託会社毎の信託時の受益権の価額等（販売手数料及び当該販売

手数料にかかる消費税等相当額は含みません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。 

②  受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、原則として個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつ

ど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③  受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を控除

した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。（「特別分配金」については、下記の＜収益分配金

の課税について＞をご参照下さい。） 

 

 

＜収益分配金の課税について＞ 

  追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「特別分配

金」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区別があります。受益者が収益分配金を受取る際、

①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別
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元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②当該収益分配金落ち後の

基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、

当該収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

なお、受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別分配金を

控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

 

（ご参考）≪お客様に直接ご負担いただく費用・税金≫ 

時期 項目 費用 税金 

買付時 申込手数料 ― ― 

換金時 

（解約請求） 

信託財産留保金 ― ― 

 

 

【平成 23 年 12 月 31 日まで】 

時期 項目 費用 税金 

分配時 所得税および地方税 ― 普通分配金×10%※ 

換金時 

（解約請求） 
所得税および地方税 

― 換金時の差益に対して 10%※ 

償還時 所得税および地方税 ― 償還時の差益に対して 10%※ 

※個人投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。詳しくは前述の「法人の受益者に対す

る課税」をご覧ください。 

【平成 24年 1月 1日以降】 

時期 項目 費用 税金 

分配時 所得税および地方税 ― 普通分配金×20%※ 

換金時 

（解約請求） 
所得税および地方税 

― 換金時の差益に対して 20%※ 

償還時 所得税および地方税 ― 償還時の差益に対して 20%※ 

 

※個人投資家の場合の税率です。法人の投資家の場合は税率等が異なります。 

※ 税法が改正された場合等は、上記「(5)課税上の取扱い」の内容が変更になる場合があります。 
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５．【運用状況】 

 

  以下は平成 21 年 10月末現在の運用状況であります。 

  また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。  

 

(１)【投資状況】 

 

資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率(%) 

投資信託受益証券 日本 5,477,075,285 80.58 

コール・ローン等、その他の資産（負債控除後） ― 1,320,120,698 19.42 

合計（純資産総額） 6,797,195,983 100 

 

 

 

 

(２)【投資資産】 

 

 ①【投資有価証券の主要銘柄】 

順

位

国／ 

地域 
種類 銘柄名 数量 

簿価 

単価 

簿価 

金額 

評価 

単価 

評価 

金額 

投資

比率

1 日本 
投資信託

受益証券 
さわかみファンド 

 （口）

1,359,313,867

  （円）

12,868.00

    （円）

1,749,165,084

 （円） 

12,023 

 （円）

1,634,303,062

(%) 

24.04

2 日本 
投資信託

受益証券 
トヨタグループ株式ファンドＦ 1,393,960,447 10,530.00 1,467,840,350 9,558 1,332,347,395 19.60

3 日本 
投資信託

受益証券 
社会貢献ファンド 1,571,542,949 8,985.00 1,412,031,339 8,476 1,332,039,803 19.60

4 日本 
投資信託

受益証券 
ＴＭＡ長期投資ファンド 974,978,992 7,767.00 757,266,183 7,552 736,304,134 10.83

5 日本 
投資信託

受益証券 

ニッポンコムジェスト・ 

ヨーロッパ・ファンドＳＡ 
132,827,930 7,479.00 99,342,008 7,536 100,099,128 1.47

6 日本 
投資信託

受益証券 

ニッポンコムジェスト・エマー

ジングマーケッツ・ファンドＳＡ 
190,646,848 8,511.00 162,259,532 8,465 161,382,556 2.37

7 日本 
投資信託

受益証券 

ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバ

ル バリュー株ファンド 2007 
232,923,077 6,356.00 148,045,907 6,304 146,834,707 2.16

8 日本 
投資信託

受益証券 
コモンズ 30 ファンド 35,000,000 10,000.00 35,000,000 9,647 33,764,500 0.50
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参考資料 

● 組入ファンドの株式組入上位 10 銘柄（平成 21 年 10 月末日現在） 

 「さわかみファンド」 

 銘柄名 業種 組入比率 

1 商船三井 海運業 3.68% 

2 パナソニック 電気機器 3.30% 

3 コマツ 機械 3.09% 

4 ブリヂストン ゴム製品 2.82% 

5 花王 化学 2.77% 

6 ＳＵＭＣＯ 金属製品 2.41% 

7 トヨタ自動車 輸送用機器 2.21% 

8 信越化学工業 化学 2.01% 

9 武田薬品工業 医薬品 1.96% 

10 リコー 電気機器 1.87% 

＊ 上記組入比率は、純資産総額に対する比率です。  

「トヨタグループ株式ファンド F（適格機関投資家専用私募）」 

  トヨタグループ株式マザーファンドの株式組入上位 10銘柄 

 銘柄名 業種 保有比率 

1 トヨタ自動車 輸送用機器 50.42% 

2 デンソー 輸送用機器 16.00% 

3 豊田自動織機 輸送用機器 5.79% 

4 アイシン精機 輸送用機器 4.96% 

5 豊田通商 卸売業 3.33% 

6 ダイハツ工業 輸送用機器 2.86% 

7 トヨタ紡織 輸送用機器 2.57% 

8 豊田合成 輸送用機器 2.40% 

9 ジェイテクト 機械 2.24% 

10 あいおい損害保険 保険業 2.18% 

＊ 上記保有比率は、現物株式組入れ＝100%とした各銘柄の比率です。 

 

「社会貢献ファンド（適格機関投資家専用）」 

  ALAMCO 社会貢献マザーファンドの株式組入上位 10銘柄 

 銘柄名 業種 構成比率 

1 堀場製作所 電気機器 3.7% 

2 伊藤園 食料品 3.1% 

3 浜松ホトニクス 電気機器 3.0% 

4 クラレ 化学 3.0% 

5 キヤノン 電気機器 2.9% 

6 リコー 電気機器 2.9% 

7 トヨタ自動車 輸送用機器 2.8% 

8 ホンダ 輸送用機器 2.8% 

9 高砂熱学工業 建設業 2.6% 

10 ダイセキ サービス 2.6% 

＊ 上記構成比率は、現物株式ポートフォーリオに占める比率です。 
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「ＴＭＡ長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉」 

 銘柄名 業種 構成比率 

1 NESTLE SA-REGISTERED 食品・飲料・タバコ 4.0% 

2 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL A 保険 3.4% 

3 キーエンス 産業用エレクトロニクス 3.4% 

4 テルモ 医薬品・ヘルスケア 3.1% 

5 花王 家庭用品 2.8% 

6 BARRICK GOLD CORP 素材 2.5% 

7 トヨタ自動車 自動車 2.5% 

8 信越化学工業 基礎素材 2.5% 

9 JOHNSON & JOHNSON 医薬・バイオ・ライフ 2.5% 

10 日揮 機械 2.3% 

※ 比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。 

 

「ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定）」 

 銘柄名 業種 構成比率 

1 DANONE        生活必需品 7.5% 

2 CAPITA GROUP PLC     資本財・サービス 7.3% 

3 ROCHE HOLDING AG     ヘルスケア 6.8% 

4 SYNTHES INC          ヘルスケア 6.7% 

5 RECKITT BENCKISER    生活必需品 6.6% 

6 SAP AG              情報技術 4.3% 

7 ESSILOR INTL         ヘルスケア 4.0% 

8 SODEXO              一般消費財・サービス 3.9% 

9 HENNES & MAURITZ AB  一般消費財・サービス 3.8% 

10 HEINEKEN NV          生活必需品 3.4% 

※ 比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。 

 

「ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定）」 

 銘柄名 業種 構成比率 

1 TAIWAN SEMICONDUCTOR-ADR 情報技術 4.7% 

2 MTN GROUP LTD        電気通信サービス 3.5% 

3 MOBILE TELESYSTEMS   電気通信サービス 3.4% 

4 GRUPO TELEVISA-ADR 一般消費財・サービス 3.2% 

5 COCA-COLA ICECEK URETIM 生活必需品 3.1% 

6 GOLD FIELDS LTD 素材 3.1% 

7 TIM PARTICIPACOES SA 電気通信サービス 3.1% 

8 ANGLOGOLD ASHANTI LTD 素材 3.1% 

9 CHINA LIFE INSURANCE 金融 2.9% 

10 NATURA COSMETICOS SA 生活必需品 2.9% 

※ 比率は、マザーファンドにおける純資産総額に占める割合です。 
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「ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007（適格機関投資家専用）」 

 銘柄名 業種 構成比率 

1 INTEL CORP 半導体・半導体製造装置 6.1% 

2 FRANKLIN RESOURCES INC 各種金融 4.3% 

3 HEWLETT PACKARD CO テクノロジー・ハード機器 4.2% 

4 CIE FINANCIERE RICHEMON-BR A 耐久消費財・アパレル 4.2% 

5 CATERPILLAR INC 資本財 3.9% 

6 BANK OF NEW YORK MELLON CORP 各種金融 3.6% 

7 ALLIANZ SE 保険 3.3% 

8 CARNIVAL CORP 消費者サービス 3.2% 

9 UBS AG-REG 各種金融 3.1% 

10 PUBLICIS GROUPE メディア 3.0% 

＊ 上記構成比率は、現物株式ポートフォーリオに占める比率です。 

 

 

 

「コモンズ３０ファンド（適格機関投資家用）」 

  株式組入れ銘柄の公開がされていませんので、掲載しておりません。 

 

 

   種類別及び業種別投資比率 

種類 業種 投資比率（％） 

投資信託受益証券 ― 80.58 

合 計 80.58 

 

 

②【投資不動産物件】 

該当事項はありません。 

 

 

③【その他投資資産の主要なもの】 

     該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 



32 

（3）【運用実績】 

  ①【純資産の推移】 

   2009 年 10 月末日及び同日前 1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。 

純資産総額（百万円） 1 口当たり純資産額（円） 
計算期間 

（分配落） （分配付） （分配落） （分配付） 

第 1期（2005 年 8月 31 日） 813 ― 1.0705  

第 2 期（2006 年 8月 31 日） 3,255 ― 1.2526  

第 3 期（2007 年 8月 31 日） 6,857 ― 1.2681  

第 4 期（2008 年 9月 1日） 6,847 ― 1.0075  

第 5 期（2009 年 8月 31 日） 7,075 ― 0.8878 ―

2008 年 10年末日 5,264 ― 0.7495 ―

2008 年 11月末日 4,829 ― 0.6801 ―

2008 年 12月末日 4,902 ― 0.6802 ―

2009 年 1 月末日 4,974 ― 0.6784 ―

2009 年 2 月末日 4,933 ― 0.6635 ―

2009 年 3 月末日 5,334 ― 0.7080 ―

2009 年 4 月末日 5,722 ― 0.7530 ―

2009 年 5 月末日 6,173 ― 0.8034 ―

2009 年 6 月末日 6,393 ― 0.8178 ―

2009 年 7 月末日 6,789 ― 0.8596 ―

2009 年 8 月末日 7,075 ― 0.8878 ―

2009 年 9 月末日 6,875 ― 0.8565 ―

2009 年 10月末日 6,797 ― 0.8423 ―

  

 ②【分配の推移】 

期 1 口当たりの分配金 

第 1期 0  円

第 2期 0  円

第 3期 0  円

第 4期 0  円

第 5期 0  円
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 ③【収益率の推移】 

期 収益率 

第 1期                 7.1% 

第 2 期                17.0% 

第 3 期                1.2% 

第 4 期             △20.6% 

第 5 期             △11.9% 

※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配付の額）から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額

（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に 100 を乗じて得

た数を記載しております。なお、小数点以下 2桁目を四捨五入し、小数点以下 1桁目まで表示しております。 

 

 

６．【手続等の概要】 

（1）申込（販売）手続等 

①取得申込みの受付けは原則として午後 3 時までとし、年末･年始などの半日営業日の場合は午前 11 時までとし

ます。（東京証券取引所の立会日の変更に伴い、平成21年末より半日営業日を廃止する予定です。）受付時間

を過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 

 

② 受益権の販売単位は 1千円以上 1円単位とします。 

③ 買い付け口数の計算に用いる当該受益権の販売価額は、申込日の翌々営業日における基準価額とします。 

なお、申込手数料については「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ４ 手数料等及び税金(1) 申込手

数料」をご参照ください。 

④ 取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、買付のお申込みを制限すること、および当

該取得申込みの受付けを中止すること、ならびに既に受付けた買付のお申込みの受付けを取り消す場合があり

ます。 

※ 取得申込者は委託会社または販売会社に、取得申込と同時にまたは予め当該取得申込者が受益権の振

替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載ま

たは記録が行なわれます。なお、委託会社および販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引き換えに、当

該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託

により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定

める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった

場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないます。受託者は、

追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益

権に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。   

   ⑤ 当ファンドのお取引については、金融商品取引法第 37 条の 6 に定める「書面による契約の解除」（いわゆる「ク

ーリング・オフ」）の適用はありません。   

 

（2）換金（解約）手続等 

 当ファンドは、原則としてファンドの設定日以降のいつでも換金することができます。 
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① 受益者は、委託会社に 1円以上 1円単位の『金額指定』、または『全額換金』の指示をもって、一部解約の請

求をすることができます。（『金額指定』解約の場合、計算時に口座残高が請求金額に満たない場合には、自

動的に『全額換金』として処理されます。） 

② 当該解約口数の計算には原則として申込日の翌々営業日における基準価額を用い、解約口数の計算で生ず

る 1口未満の端数金額は切上げます。 

基準価額は、委託会社または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。基準価額は、原則として

計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。 

③ 申し込みの受付は原則として午後3時までとし、年末･年始などの半日営業日の場合は午前１１時までとします。   

（東京証券取引所の立会日の変更に伴い、平成 21 年末より半日営業日を廃止する予定です。）受付時間を

過ぎてからの申込みは翌営業日の取扱いとします。 

④ 一部解約実行の請求を受付けた場合には、委託会社はこの信託契約の一部を解約します。解約は、原則とし

て解約の実行の請求を受付けた日から起算して 6営業日目から支払われます。 

⑤ 委託会社は、取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益証券の解約請求の受

付けを中止することがあります。その場合、受益者は解約請求の受付中止以前に行なった当日の解約の受付

けを撤回できるものとします。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約請求の受付中止を

解除した後の最初の基準価額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。 

  ※一部解約の実行の請求は、振替受益権をもって行うものとします。当該請求を行なう受益者は、その口座

が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行

なうのと引き換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の

規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

 

 

上記(1)及び(2)の詳細については、下記の照会先までお問い合わせ下さい。 

〔照会先〕  

 

 

 

 

 

７．【管理及び運営の概要】 

（１）資産の評価 

① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令及び社団法人投資

信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下、「純資

産総額」といいます。）を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、外貨建資産（外国通貨

表示の有価証券（以下、「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円

換算については、原則として、わが国における当日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、

外国為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって計算しま

す。 

② 基準価額（受益証券 1 口当りの純資産価額を表示したもの）は、毎営業日に委託会社及び販売会社に問い

・ありがとう投信株式会社  

電話 03-5807-9710 

ホームページ http://www.39asset.co.jp/ 
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合わせることにより知ることができます。また、基準価額は、原則として翌日の日本経済新聞に掲載されます。

なお、基準価額は 1万口単位で表示されたものが発表されます。 

〔照会先〕  

 

 

 

 

③ 追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に当該追加信託にかかる受益権の口数を乗じた

額とします。 

（２）保管 

当ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証

券を発行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はありません。 

 

（３）信託期間 

 信託期間は、無期限です。（平成 16年 9月 1日設定）。 

    ただし、後述「(6) [その他] ① 信託の終了」の場合には、信託は終了します。 

 

（４）計算期間 

   計算期間は、原則として毎年9月1日から翌年8月31日までとします。なお、計算期間終了日に該当する日

（以下「該当日」といいます。）が休業日のときは、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日とし、その翌

日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、後述「(6)[その他]① 信

託の終了」による解約の日までとします。 

 

（５）受益者の権利等 

    受益者は、主な権利として収益分配金に対する請求権、償還金に対する請求権及び換金（解約）請求権を有

しています。  

  詳細は「第三部 ファンドの詳細情報 第３ 管理及び運営 ２ [受益者の権利等]」をご参照ください。 

 

（６）その他 

① 信託の終了 

  a. 委託会社は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない

事情が発生したときは、受託会社と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

       b. 委託会社は、前項の事項 a.について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書

面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対し異議を述べるべき旨を

付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるとき

・ありがとう投信株式会社  

電話 03-5807-9710 

ホームページ http://www.39asset.co.jp/ 
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は、a.の信託契約の解約をしません。 

e. 委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかる全ての

受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

f. c.から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、c.の

一定の期間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 

        g. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約

し、信託を終了させます。 

  h. 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託会社は

この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務

を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、後述｢② 信託約款の変更ｄ.」に該

当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 

    i.  後述の「⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱いｂ.」に該当することとなったときは、委託会社はこの信

託契約を解約し、信託を終了させます。 

 

   ② 信託約款の変更 

         a. 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と

合意の上、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を

監督官庁に届け出ます。 

b. 委託会社は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及び

その内容を公告し、かつこれらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して

交付します。ただし、この信託約款にかかる全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告

を行いません。 

         c. 前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内、委託会社に異議を述べるべき旨を

付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

         d. 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時

は、a.の信託約款の変更をしません。 

e. 委託会社は、当該信託約款の変更をしない事としたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、こ

れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付

したときは、原則として、公告を行いません。 

f. 委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、前記 a.～e.の 

規定に従います。 

ｇ. 委託会社は、委託会社が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請す

ることができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして前記 a.～e.の規

定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載または記録を申請することについて委託

会社に代理権を付与することについて同意をしている受益者へは、前記 b.の書面の交付を原則として行な

いません。 
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    ③ 運用報告書等の作成 

 当ファンドについて、法令の定めるところにより、計算期間の終了毎に有価証券報告書を、計算期間開始後6

ヶ月経過毎に半期報告書を作成します。また委託会社は「投資信託財産の貸借対照表、損益及び剰余金

計算書、付属明細表並びに運用報告書に関する規則」の定めるところにより、計算期間の終了毎に運用報

告書を作成し、かつ、知られたる受益者に交付します。 

 

   ④ 信託財産に関する報告 

       受託会社は、毎決算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会    

       社に提出します。また、受託会社は、信託終了のときには最終計算を行ない、信託財産に関する報 

       告書を作成して、これを委託会社に提出します。 

 

⑤ 受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い 

a. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた

場合、その他重要な事由が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求する

ことができます。受託者が辞任した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託会社は上記②

の規定に従い、新受託会社を選任します。 

b. 委託会社が新受託会社を選任することができないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を 

終了させます。 

 

⑥ 公告 

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

 

⑦ ワラント、新受益証券予約権またはオプション 

ワラント・新受益証券予約権またはオプションの発行に基いてファンド証券を買付ける権利は受益者に付与さ

れません。 

 

⑧ 委託会社の営業譲渡及び承継に伴なう取扱い 

委託会社は、営業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する営業を譲渡

することがあります。また、委託会社は、分割により営業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、

この信託契約に関する営業を承継させることがあります。 

 

⑨ 信託約款に関する疑義の取扱い 

  信託約款の解釈について疑義が生じたときは、委託会社と受託会社との協議により定めます。 

 

    ⑩ 反対者の買取請求権 

     信託契約の解約（前述の（6）［その他］① 信託の終了）、または信託約款の変更（同② 信託約款の変更）

を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰

属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 
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第２【財務ハイライト情報】 

○以下の情報は、「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている「財務諸   

 表」から抜粋して記載したものです。 

○ファンドの「財務諸表」については、イデア監査法人による監査を受けております。また、当該監査法人 

による監査報告書は、「第三部 ファンドの詳細情報 第 4 ファンドの経理状況」に記載されている 

「財務諸表」に添付されています。 

  

 

 

1【貸借対照表】 

第 4期 

平成 20 年 9月 1日現在 

第 5期 

平成 21 年 8月 31 日現在 区分 

金額（円） 金額（円） 

 資産の部   

  流動資産   

   金銭信託 970,312 819,341

   コール・ローン 583,000,000 1,308,000,000

   投資信託受益証券 6,297,605,509 5,795,950,403

  流動資産合計 6,881,575,821 7,104,769,744

 資産合計 6,881,575,821 7,104,769,744

 負債の部   

  流動負債   

未払解約金 1,199,998 853,883

   未払受託者報酬 3,630,733 3,197,972

   未払委託者報酬 29,046,185 25,584,109

  流動負債合計 33,876,916 29,635,964

 負債合計 33,876,916 29,635,964

 純資産の部   

  元本等   

   元本 6,796,892,299 7,969,501,587

   剰余金   

    期末剰余金又は期末欠損金（△） 50,806,606 △894,367,807

    （分配準備積立金） (199,968,882) (191,079,023)

    （当期損失） (△1,569,035,454) (△647,161,730)

    剰余金合計 50,806,606 △894,367,807

  元本等合計 6,847,698,905 7,075,133,780

  純資産合計 6,847,698,905 7,075,133,780

  負債・純資産合計 6,881,575,821 7,104,769,744
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2【損益及び剰余金計算書】 

第 4期 

自 平成 19 年 9月 1 日 

至 平成 20 年 9月 1日 

第 5期 

自 平成 20 年 9月 2 日 

至 平成 21 年 8月 31 日 
区分 

金額(円) 金額(円) 

  営業収益   

   受取配当金 3,585,000 －

   受取利息 1,624,973 911,370

   有価証券売買等損益 △1,508,596,649 △594,768,206

  営業収益合計 △1,503,386,676 △593,856,836

  営業費用   

   受託者報酬 8,748,895 5,922,689

   委託者報酬 56,899,883 47,382,205

  営業費用合計 65,648,778 53,304,894

  営業利益又は営業損失（△） △1,569,035,454 △647,161,730

  経常利益又は経常損失（△） △1,569,035,454 △647,161,730

  当期純利益又は当期純損失（△） △1,569,035,454 △647,161,730

  一部解約に伴う当期純利益分配額又は

一部解約に伴う当期純損失分配額（△） 

△34,877,372 △70,377,684

  期首剰余金 1,449,743,336 50,806,606

  剰余金増加額 227,740,249 5,037,690

  （当期一部解約に伴う剰余金増加額） (      ―) (   5,037,690)

  （当期追加信託に伴う剰余金増加額） ( 227,740,249) (       ―)

  剰余金減少額 92,518,897 373,428,057

  （当期一部解約に伴う剰余金減少額） (   92,518,897) (        ―)

  （当期追加信託に伴う剰余金減少額） (      ―) (  373,428,057)

  分配金 ― ―

  期末剰余金又は期末欠損金（△） 50,806,606 △894,367,807
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3【注記表】 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

区分 

第 4期 

自 平成 19 年 9月 1 日 

至 平成 20 年 9月 1日 

第 5期 

自 平成 20 年 9月 2 日 

至 平成 21 年 8月 31 日 

1 有価証券の評価基

準及び評価方法 

 

 

投資信託受益証券 

 移動平均法に基づき、計算期間

末日の前営業日の基準価額で評価

しております。 

投資信託受益証券 

同左 

2 その他財務諸表

作成のための基本

となる重要な事項 

計算期間末日の取扱い 

平成 20 年 8月 31 日が休日のた

め、当計算期間末日を平成 20 年

9 月 1日としております。 

計算期間の取扱い 

ファンドの計算期間は前期末が休

日のため、平成 20 年 9月 2日から

平成 21 年 8月 31 日までとなって

おります。 

 

 

 

第３【内国投資信託受益証券事務の概要】 

① 受益証券の名義書換等 

該当事項はありません。 

② 受益者名簿 

作成しません。 

③ 受益者に対する特典 

該当事項はありません。 

④ 受益権の譲渡 

a. 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記

録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

b. 上記a.の申請のある場合には、上記a.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減

少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし

ます。ただし、上記a.の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設

した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振

替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

c. 上記 a.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振

替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会

社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けるこ

とができます。 

⑤ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託者に対抗することがで

きません。 



41 

⑥ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合に

は、受託者と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま

す。 

⑦ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前におい

て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取得

申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則とし

て取得申込者とします。）に支払います。 

⑧ 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解

約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その

他の法令等にしたがって取り扱われます。 

※ 当ファンドの受益権は振替受益権となっており、委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振

法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機

関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表

示する受益証券を発行しません。 

 

⑨ その他内国投資信託受益証券事務に関し投資者に示すことが必要な事項 

特にありません。 

 

 

第４【ファンドの詳細情報の項目】 

  後述の「第三部 ファンドの詳細情報」について、交付目論見書とは別に、その内容を記した書面を『請求目論見書』

として作成しております。 

  請求目論見書のご請求は、お申込みの販売会社にお問い合わせください。 

  また、請求目論見書は※EDINET(エディネット)でもご覧いただくことができます。 

    ※Electronic Disclosure Investors’ NEＴwork の略で、「証券取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示シス

テム」の愛称です。投資家は EDINET を利用することにより、インターネットを通じてファンドの有価証券届出書や有価証券報告

書を閲覧することができます。 

 なお、「請求目論見書」の記載項目は、以下の通りです。 

 

   第１ ファンドの沿革 

 

   第２ 手続等 

    １ 申込（販売）手続等 

    ２ 換金（解約）手続等 
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   第３ 管理及び運営 

    １ 資産管理等の概要 

(1) 資産の評価 

(2) 保管 

(3) 信託期間 

(4) 計算期間 

(5) その他 

    ２ 受益者の権利等 

 

   第４ ファンドの経理状況 

    １ 財務諸表 

(1) 貸借対照表 

(2) 損益及び剰余金計算書 

(3) 注記表 

(4) 附属明細表 

    ２ ファンドの現況 

      純資産額計算書 

 

   第 5 設定及び解約の実績 

 



 

 

 

 

 

 

 

追加型証券投資信託 
 

『ありがとうファンド』 
 

 

 

約 款 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜追加型証券投資信託 ありがとうファンド＞ 



 

運用の基本方針           

 

約款第 15 条の規定に基づき、委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

1. 基本方針        
当ファンドは、投資家の方々の長期的な資産形成のお手伝いをさせていただくことを目的とし、複数のファ

ンドに分散投資を行ない、信託財産の成長を計ることを目標として運用を行ないます。 
 

2. 運用方法        
（1） 投資対象        

主として有価証券に投資する投資信託証券（投資信託の受益証券（投資法人の投資証券を含みま

す。）以下同じ。）を主要投資対象とします。 
 

（2） 投資態度        

運用にあたっては、景気変動のサイクルに沿った、アセットアロケーションの切り替えを大前提とします。厳

しい基準に基づいて選択されたファンドを活用し、景気サイクルのダイナミズムを先取りする形で、資産配分

を行っていきます。運用成果については、特定のベンチマークを設けることはしません。 

短期的な市場変動に惑わされることなく、長期的な資産の成長を目指して運用を行います。 
 

（3） 投資制限        

① 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 

② 同一銘柄の投資信託証券への投資は、原則として信託財産の純資産総額の 50%未満とします。 

③ 外貨建資産への投資には制限を設けません。 

④ 株式への直接投資は行ないません。 

⑤ デリバティブの直接利用は行ないません。 

 

3. 収益分配方針        
 （1） 当ファンドは、毎決算時に、原則として以下の方針に基づいて分配を行います。 

① 分配対象額の範囲 

経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全額とします。 

② 分配対象額についての分配方針 

委託会社が、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少

額の場合等の理由により分配を行わないことがあります。 

③ 留保益の運用方針 

収益分配に充てなかった利益の運用については、特に制限を設けません。委託会社の判断に基づいて

元本部分と同一の運用を行います。 
 

(2)   当ファンドは分配金再投資専用とします。収益分配金は所得税及び地方税を控除した金額を、 

ファンドの受益証券の取得申込金として、各受益者（委託会社の指定する証券会社及び登録金 

融機関を含みます。）毎に当該収益分配金の再投資に係る受益証券の取得の申込みに応じたも 

のとします。 



追加型証券投資信託 

『ありがとうファンド』 

約款 
 

 

（信託の種類、委託者及び受託者） 

第 1条  この信託は、証券投資信託であり、ありがとう投信株式会社を委託者とし、日興シティ信託銀行株式会社を受託者とします。 

②  この信託は、信託財産に属する財産についての対抗要件に関する事項を除き、信託法（大正 11 年法律第 62 号）の適用を受け

ます。 

③  受託者は、信託法第 26 条第 1 項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部について、金融機関の信託業務の兼

営等に関する法律第 1 条第 1 項の規定による信託業務の兼営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関

の信託業務の兼営等に関する法律第2条第 1項にて準用する信託業法第29条第 2項第1号に規定する利害関係人をいいま

す。以下この条において同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

④  前項における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行なうものとします。 
 

（信託の目的及び金額） 

第 2条  委託者は、金 500 億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこれを引受けます。 
 

（信託金の限度額） 

第 3条  委託者は、受託者と合意の上、金 5,000 億円を限度として信託金を追加することができます。 

  ②  追加信託が行われたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

  ③  委託者は、受託者と合意の上、第 1項の限度額を変更することができます。 
 

（信託期間） 

第 4条  この信託の期間は、信託契約締結日から第 39 条第 1 項、第 40 条第 1 項、第 41 条第 1 項、第 43 条第 2 項の規定による

信託終了日又は信託契約解約日までとします。 
 

（受益権の取得申込みの勧誘の種類） 

第 5条  この信託に係る受益権の取得申込みの勧誘は、金融商品取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び

投資法人に関する法律第 2条第 8項で定める公募により行われます。 
 

（当初の受益者） 

第 6条  この信託契約締結当初及び追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益権取得申込者とし、第 7 条の規定により分割

された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 
 

（受益権の分割及び再分割） 

第 7条  委託者は、第 2 条の規定による受益権については 500 億口を上限として、追加信託によって生じた受益権については、これを

追加信託のつど第 8条第 1項の追加口数に、それぞれ均等に分割します。 

  ②  委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協

議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 
 

（追加信託の価額及び口数、基準価額の計算方法） 

第 8条  追加信託金は、追加信託を行う日の前営業日の基準価額に、当該追加信託に係る受益権の口数を乗じた額とします。 

  ②   この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び第17条に規定する借入有価証券を

除きます。）を法令及び社団法人投資信託協会規則に従って時価又は一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額

から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。 
 

 （信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条  この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 
 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第 10 条  この信託の受益権は、平成 19年 1月 4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関

する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規

定の適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うこ

とについて同意した一の振替機関（社振法第 2 条に規定する「振替機関」をいい、以下「振替機関」といいます。）及び当該振替機

関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいま

す。）の振替口座簿に記載又は記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権

を「振替受益権」といいます。）。 

   ② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効

力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振

替受益権を表示する受益証券を発行しません。 

③  委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするため社振

法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法

の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録を行ないます。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載又は記録を申請することができるものとし、原則としてこの信
託の平成 18 年 12 月 29 日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解



約にかかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理して平成19年1月4

日に振替受入簿に記載又は記録するよう申請します。振替受入簿に記載又は記録された受益権にかかる受益証券は無効となり、

当該記載又は記録により振替受益権となります。また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載又

は記録を申請する場合において、委託者の指定する販売会社（金融商品取引法第 28 条第１項に規定する第一種金融商品取

引業を行なう者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者および金融商品取引法第 33 条の 2 に規定す

る登録金融機関をいいます。以下同じ。）並びに保護預り会社（委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益証券につき、保護

預り契約に基いて保護預りを行う会社をいいます。以下同じ）又は第 43 条に規定する委託者の指定する口座管理機関に当該申

請の手続きを委任することができます。 
 

（受益権の設定に係る受託者の通知） 

第 11 条  受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権

に係る信託を設定した旨の通知を行ないます。 
 

（受益権の取得申込単位及び価額） 

第 12 条  委託者自ら、又は委託者の指定する販売会社は、第 7 条第 1 項の規定により分割される受益権の取得の申込みをした当該取

得申込者に対し、委託者および指定販売会社が個別に定める申込単位をもって取得申込みに応ずることができるものとします。た
だし、別に定める自動けいぞく（累積）投資約款にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を結んだ取得申込者に限り、

1円の整数倍をもって取得の申込みに応じることができます。 

 ②  前項の取得申込者は委託者、委託者の指定する販売会社に、取得申込と同時に又は予め、自己のために開設されたこの信託の

受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録

が行なわれます。なお、委託者（第37条の2の委託者の指定する口座管理機関を含みます。）、委託者の指定する販売会社は、

当該取得申込の代金（第 3 項の受益権の価額に当該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換えに、当該

口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。 

③  第 1 項の場合の受益権の価額は、取得申込日の翌々営業日の基準価額とします。ただし、取得日が信託契約締結日である場

合の受益権の価額は、1口につき 1円とします。 

   ④  前 1 項の規定に関わらず、受益者が第 35 条第 2 項の規定に基いて収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則と

して第 30条に規定する計算期間終了日の基準価額とします。 
 

（受益権の譲渡に係る記載または記録） 

第 12 条の 2 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振
替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。 

②  前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保

有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載又は記録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替
先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含

みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載又は記録が行なわれるよう通知するも

のとします。 
③  委託者は、第 1 項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録されている振替口座簿に

係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託者が必要と認めるとき又はやむを

えない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 
 

（受益権の譲渡の対抗要件） 

第12条の3 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することがで

きません。 

   

（投資の対象とする資産の種類） 

第 13条  この信託において投資の対象とする資産の種類（投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める特定資産の種類

をいいます。）は次に掲げるものとします。 

    1. 有価証券 

    2. 金銭債権 

    3. 約束手形 

  ②   この信託においては、前項各号に掲げる資産のほか、次に掲げる資産を投資の対象とします。 

    1. 為替手形 
 

（有価証券及び金融商品の指図範囲等） 

第 14 条  委託者は、信託金を、主として別に定める証券投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものを

いいます。以下「投資信託証券」といいます。）のほか、次の有価証券に投資することを指図します。 

1. コマーシャル・ペーパー及び短期社債等 

2. 外国又は外国法人の発行する証券又は証書で、第 1号の性質を有するもの 

3. 国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株予約権証券と社債券とが一体となった新

株予約権付社債券の新株予約権証券および短期社債等を除きます。） 

なお、第 3 号の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）およ

び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行なうことができるものとします。 

  ② 委託者は、信託金を、前項に掲げる有価証券の他、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券と

みなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図することができます。 

1. 預金 

2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2条第 1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。） 



3. コール・ローン 

4. 手形割引市場において売買される手形 

5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第 2項第 1号で定めるもの 

6. 外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの 

 

  ③ 第 1 項の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託者が運用上必要と認めるときに

は、委託者は、信託金を、前項第 1号から第 4号までに掲げる金融商品により運用することの指図ができます。 
 

（運用の基本方針） 

第 15 条  委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。 
 

 

（同一銘柄の投資信託証券への投資制限） 

第 16 条  委託者は、信託財産に属する同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、原則として信託財産の純資産総額の100分の 50以

上となる投資の指図をしません。 
 

（公社債の借入れ） 

第 17 条  委託者は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社 

    債の借入れを行なうにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図をおこなうものとします。 

  ② 前項の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とします。 

  ③ 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額を超えることとなった場合

には、委託者は速やかに、その越える額に相当する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 

  ④ 第 1 項の借入れに係る品貸料は信託財産中から支弁します。 
 

(特別の場合の外貨建有価証券への投資) 

第 18 条  外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが

あります。 
 

(外国為替予約の指図) 

第 19 条  委託者は、信託財産に属する外貨建資産について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する

ことができます。 
 

(外国建資産の円換算及び予約為替の評価) 

第 20 条  信託財産に属する外貨建資産の円換算は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しま

す 

  ② 前条に規定する予約為替の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。 

 

（保管業務の委任） 

第 21 条  受託者は、委託者と協議の上、信託財産に属する資産を外国で保管する場合には、その業務を行なうに充分な能力を有する

と認められる金融機関と保管契約を締結し、これを委任することができます。 
 

（投資信託証券の保管等） 

第22条  受託者は、信託財産に属する投資信託受益証券を、当該信託に係る受益証券の保護預り契約等に基づいて、当該契約の相手

方に預託し保管させることができます。 

② 受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関等に預託し保管させることができます。 
   
 

(混蔵寄託) 

第 23条  金融機関又は金融商品取引業者等（金融商品取引法第2条第9項に規定する者及び外国の法令に準拠して設立された法人

でこの者に類する者をいいます。以下本条において同じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取

引により取得した外国において発行された譲渡性預金又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は金融商品取引業者等

が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は金融商品取引業者等の名義で混蔵寄託できるものとします。 
 

（信託財産の登記等および記載等の留保等） 

第 24 条  信託の登記または登録をすることができる信託財産については、信託の登記または登録をすることとします。ただし、受託者が

認める場合は、信託の登記または登録を留保することがあります。 

②  前項ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託者または受託者が必要と認めるときは、速やかに登記または登録をする

ものとします。 

③  信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる信託財産については、信託財産に属する旨の記載または記録をすると

ともに、その計算を明らかにする方法により分別して管理するものとします。ただし、受託者が認める場合は、その計算を明らかにす

る方法により分別して管理することがあります。 

④  動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明らかにする方法により分別して

管理することがあります。 
 

（一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図） 

第 25 条  委託者は、信託財産に属する投資信託受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び信託財産に属する有価証券の売却

等の指図ができます。 
 

 



（再投資の指図） 

第 26 条  委託者は、前条の規定による一部解約金の代金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、投資信託受益証券に係る収益

分配金及び有価証券等に係る利子等ならびにその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
 

（資金の借入れ） 

第 27 条  委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴

う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当

てを目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価

証券等の運用は行わないものとします。 

② 前項の資金借入額は、次の各号に掲げる要件を満たす範囲内の額とします。 
1. 一部解約に伴う支払資金の手当てにあたっては、一部解約金の支払資金の手当のために行なった有価証券等の売却又は

解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範囲内 

2. 借入れ指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10%を超えないこととします 

③  一部解約に伴う支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券
等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金

日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が 5 営

業日以内である場合の当期間とします。 

④  借入金の利息は信託財産中から支弁します。 
 

（損益の帰属） 

第 28 条  委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益及び損失は、すべて受益者に帰属します。 
 

（受託者による資金の立替え） 

第 29 条  信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者は資金の立替えをすることがで

きます。 

  ②  信託財産に属する有価証券に係る償還金等、有価証券等に係る利子等及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を

見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。 

  ③  前 2項の立替金の決済及び利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこれを定めます。 
 

（信託の計算期間） 

第 30 条  この信託の計算期間は、毎年 9月 1日から翌年 8月 31 日までとすることを原則とします。 

  ②  前項にかかわらず、前項の原則により各計算期間終了に該当する日（以下本項において「該当日」といいます。）が休業日のとき、

各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、第 1 計算期間は信

託契約締結日より平成 17年 8月 31日までとし、最終計算期間の終了日は第 4条に定める信託期間の終了日とします。 
 

（信託財産に関する報告） 

第 31 条  受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 

  ②  受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託者に提出します。 
 

（信託事務の諸費用） 

第 32 条  信託事務の処理に要する諸費用、監査費用、受託者の立替えた立替金の利息等（以下「諸経費」といいます。）は、委託者が

信託財産から収受する信託報酬より支弁します。 
 

（信託報酬等の総額） 

第 33 条  委託者及び受託者の信託報酬の総額は、第 30条に規定する計算期間を通じて毎日、次により計算した額とします。 

     ・信託財産の純資産総額に応じて、段階的に次に掲げる率を乗じて得た額とします。 

       250 億円以下の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年 1万分の 90 

       250 億円超 500 億円以下の場合・・・・・・・・・・・年１万分の 85 

       500 億円超 750 億円以下の場合・・・・・・・・・・・年１万分の 80 

       750 億円超 1,000 億円以下の場合･・・・・・・・・・年１万分の 75 

       1,000 億円超の場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・年１万分の 70 

  ②  前項の信託報酬は、毎計算期間の最初の 6 ヶ月の終了日（当該日が休業日のときは翌営業日とします。）及び毎計算期末又は

信託終了のときに信託財産中から支弁するものとし、委託者と受託者との間の配分は別に定めるものとします。 

  ③  第 1項の信託報酬に係る消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 
 

（収益の分配方式） 

第 34 条  信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。 

 1．収益分配金、利子、貸付有価証券に係る品貸料及びこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」といい

ます。）は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分配するこ

とができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

 2．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託報酬及び当該信託報酬に係る消費税

等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補てんした後、その残額を受益者に分配すること

ができます。なお、次期以降の分配にあてるため、その一部を分配準備積立金として積立てることができます。 

  ②  毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。 
 

 

 

 



（収益分配金、一部解約金及び償還金の支払い） 

第 35 条  収益分配金は、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に当該終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または
記録されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者

を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、

委託者の指定する販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に係る収益
分配金（委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益権に帰属する収益分配金を除きます。）を委託者の指定する販売会社に

交付します。なお、委託者の指定する販売会社は、別に定める自動けいぞく（累積）投資約款に従う契約に基き、当該受益者に対

し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、第 10 条 3 項の規定に
従い、振替口座簿に記載又は記録されます。 

②  委託者は、委託者自らの募集に応じた受益者に係る受益権に帰属する収益分配金をこの信託の受益権の取得申込金として、各

受益者毎に当該収益分配金の再投資に係る受益権の取得申込みに応じたものとします。当該受益権の取得申込みに応じたこと
により増加した受益権は、第 10条第 3項の規定に従い、振替口座簿に記載又は記録されます。 

 

   ③  委託者は、前項の受益者がその有する受益証券の全部の口数について第 38条第 3項の規定により信託の一部解約が行われた

場合に、当該受益権に帰属する収益分配金があるときは、前項の規定に関わらず、その都度当該受益者に支払います。 

④  一部解約金は、第 38 条 1 項の受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、6 営業日目から当該受益者に支払いま

す。 

 

   ⑤  信託を終了する場合に支払われる償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以

下同じ。）は、信託終了日後 1 ヵ月以内の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載又は

記録されている受益者（信託終了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終

了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため委託者、委託者の指定する販売会社の名義で記載又は記録されて

いる受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機

関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引き換えに、当該償還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうもの

とし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行なわれます。また、受益証

券を保有している受益者に対しては、償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに当該

受益者に支払います。 

 ⑥  前各項（第１項及び第 2 項を除きます）に規定する一部解約金及び償還金の支払いは、委託者、委託者の指定する販売会社の
営業所等において行うものとします。 

 ⑦  収益分配金、一部解約金及び償還金に係る収益調整金は、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額等に応じて計算

されるものとします。 
 

（償還金の時効） 

第 36 条  受益者が、信託終了による償還金について第35条第5項に規定する支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、

その権利を失い、受託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
 

（収益分配金、一部解約金及び償還金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第 37 条  受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、一部解約金については第35条第4項に規定

する支払日までに、償還金については第35条第5項にそれぞれ規定する支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金

口座等に払込みます。 

② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益分配金、一部解約金及び償還金を払込んだ後は、受益者に
対する支払いにつき、その責に任じません。 

（委託者自らの募集に係る受益権の口座管理機関） 

第 37条の 2 委託者は、委託者自らの募集に係る受益権について、口座管理機関を指定し、振替口座簿への記載又は登録等に関する業

務を委任することができます。 
 

（信託の一部解約） 

第 38 条  受益者は、平成16年 9月 1日以降において、自己に帰属する受益権につき、委託者に1円単位の『金額指定』又は『全額換

金』の指示をもって、一部解約の実行を請求することができます。ただし、『金額指定』による一部解約において、計算時に当該受

益権が請求金額に満たない場合には『全額換金』として処理します。 

  ②  平成 19 年 1 月 4 日以降の信託契約の一部解約に係る一部解約の実行の請求を受益者がするときは、委託者の指定する販売

会社に対し、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることと

なる一部解約の実行の請求で、平成 19年 1月４日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益証

券をもって行なうものとします。 

  ③  委託者は、前項の一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、同項の一部解約の

実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に係るこの信託約款の一部解約

を委託者が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当

該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載又は記録が行われます。 

  ④  前項の一部解約の価額は、一部解約の実行請求日の翌々営業日の基準価額とします。 

  ⑤  委託者は、金融商品取引所（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8

項第 3 号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第

8項第 3号もしくは同項第 5号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものを「金融商品取引所」といいます。以下同じ。）

における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、第 1 項による一部解約の実行の請求の受付を中止することができま

す。一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の請求

を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該

受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、第 4 項の規定に準じて算出



した価額とします。 

 
（質権口記載又は記録の受益権の取り扱い） 

第 38 条の２ 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約の実行の請

求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱わ
れます。 

 

（信託契約の解約） 

第 39 条  委託者は、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、若しくはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意の上、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約し

ようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

  ②  委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約に係る知

られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を

行いません。 

  ③  前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述べるべき旨を付記します。なお、一

定の期間は一月を下らないものとします。 

  ④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超えるときは、第 1 項の信託契約

の解約をしません。 

  ⑤  委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として

公告を行いません。 

  ⑥  第 3 項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、第 3 項の一定の期

間が一月を下らずにその公告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。 
 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第 40 条  委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契約を解約し信託を終了させま

す。 

  ②  委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第 44 条の規定に従います。 
 

（委託者の登録取消等に伴う取扱い） 

第 41 条  委託者が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したときは、委託者はこの信託契約を解約し、

信託を終了させます。 

  ②  前項の規定に関わらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、

この信託は、第 44条第 4項の規定に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託者との間において存続します。 
 

（委託者の事業の譲渡及び承継に伴う取扱い） 

第 42 条  委託者は、事業の全部又は一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を譲渡することがあります。 

  ②  委託者は、分割により事業の全部又は一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託契約に関する事業を承継させることがあ

ります。 
   
（受託者の辞任および解任に伴う取扱い） 

第 43 条  受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任務に背いた場合、その他重要な事由

が生じたときは、委託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を請求することができます。受託者が辞任した場合、または裁判

所が受託者を解任した場合、委託者は、第 44 条の規定に従い、新受託者を選任します。 

  ②  委託者が新受託者を選任することができないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。 
 

（信託約款の変更） 

第 44 条  委託者は、受益者の利益のため必要と認めるとき又はやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意の上、この信託約款

を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を監督官庁に届け出ます。 

  ②  委託者は、前項の変更事項のうちその内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨及びその内容を公告し、かつ、

これらの事項を記載した書面をこの信託約款に係る知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款に係る全ての受

益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。 

  ③  前項の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の

期間は一月を下らないものとします。 

  ④  前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超える時は、第 1項の信託約款の

変更をしません。 

  ⑤  委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書

面を知られたる受益者に交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。 
 

（反対者の買取請求） 

第 45 条  第 39 条に規定する信託契約の解約又は前条に規定する信託約款の変更を行う場合において、第 39 条第 3項又は前条第 3

項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取

るべき旨を請求することができます。この買取請求権の内容及び買取請求の手続きに関する事項は、第 39 条第 2項又は前条第

2項に規定する公告又は書面に付記します。 
 

（公   告） 

第 46 条   委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 



 

（信託財産に係る計算における端数の処理方法） 

第 47 条  この信託に係る全ての計算において 1口未満又は1円未満の端数が生じる場合には、原則として受益者全体の利益となるよう

に、切上げ又は切捨ての処理を行います。 
 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第 48 条  この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 
 

 

（附則） 

第1条 第35条第7項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、各受益者毎の信託時の受益権の

価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。

また、同条同項に規定する「各受益者毎の信託時の受益権の価額等」とは、原則として、各受益者毎の信託時の受益権の価額

をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

 

第2条  平成 18年 12月 29日現在の信託約款第10条、第11条の規定および受益権と読み替えられた規定は、委託者がやむを得

ない事情等により受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとします。 

 

 

 

 上記条項により信託契約を締結します。 

 

   信託契約締結日  平成 16 年 9月 1日 

 

 

委託者 東京都台東区上野 3丁目 19 番 4号 サカイビル 

ありがとう投信株式会社 

代表取締役 村山 甲三郎 
  

受託者 東京都品川区東品川 2丁目 3番 14号 シティグループセンター 

日興シティ信託銀行株式会社 

代表取締役社長 横山 利夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１．別に定める投資信託証券 

約款第 14 条の別に定める投資信託証券とは、次の投資信託および投資法人の受益証券または投資証券（振替受益権または振替投資

口を含みます。）をいいます。 

 

・追加型証券投資信託 さわかみファンド  

・追加型証券投資信託 トヨタグループ株式ファンドＦ（適格機関投資家専用私募） 

・追加型証券投資信託 社会貢献ファンド（適格機関投資家専用） 

・追加型証券投資信託 ＴＭＡ長期投資ファンド〈適格機関投資家限定〉 

・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・ヨーロッパ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

・追加型証券投資信託 ニッポンコムジェスト・エマージングマーケッツ・ファンドＳＡ（適格機関投資家限定） 

・追加型証券投資信託 ＡＬＡＭＣＯ ハリス グローバル バリュー株ファンド 2007（適格機関投資家専用） 

・追加型証券投資信託 コモンズ 30 ファンド（適格機関投資家用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


